
 

－61－ 

洞 爺 湖 町 議 会 令 和 ２ 年 １ ２ 月 会 議 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

令和２年１２月１１日（金曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名について 

日程第 ２ 一般質問について 

────────────────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１～日程第２まで議事日程に同じ 

────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

  １番   越 前 谷  邦  夫  君    ２番   大 久 保    富 士 子  君 

  ３番   篠  原     功  君    ４番   大  屋     治  君 

５番   立  野  広  志  君    ６番   五 十 嵐  篤  雄  君 

７番   千  葉     薫  君    ８番   今  野  幸  子  君 

 ９番   下  道  英  明  君   １０番   石  川  邦  子  君 

１１番    板  垣  正  人  君   １２番   大  西     智  君 

────────────────────────────────────────── 

欠席議員（０名） 

────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 真  屋  敏  春  君 副 町 長 遠  藤  秀  男  君 

総務部長 佐  野  大  次  君 経済部長 若  木     渉  君 

経済部参与 武  川  正  人  君 
洞爺総合

支 所 長 
高  橋  秀  明  君 

総務課長 高  橋  謙  介  君 
危機管理

室 長 
仙  波  貴  樹  君 

税務財政

課 長 
藤  岡  孝  弘  君   住民課長 後  藤  和  郎  君 

健康福祉

課 長 
高  橋  憲  史  君 

健康福祉

ｾ ﾝ ﾀ ｰ 長 
金  子  信  之  君 



 

－62－ 

観光振興

課 長 
田  仁  孝  志  君 

産業振興

課 長 
田  所  昭  博  君 

新型ｺﾛﾅｳｲ

ﾙ ｽ特別対

策 室 長 

佐  藤     融  君 環境課長 原     信  也  君 

上下水道 

課 長 
篠  原  哲  也  君 庶務課長 兼  村  憲  三  君 

農業振興

課 長 
片  岸  昭  弘  君 

会 計 

管 理 者 
杉  上  繁  雄  君 

教 育 長 皆  見     亨  君 管理課長 末  永  弘  幸  君 

社会教育

課 長 
角  田  隆  志  君 

代表監査 

委 員 
山  口  芳  行  君 

────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

事務局長 佐  藤  久  志 書 記 阿  部  は る か 

庶 務 係 木  村  暁  美   



 

－63－ 

────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（大西 智君） 皆さん、おはようございます。 

  現在の出席議員は、12名であります。 

  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

  ────────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名について 

○議長（大西 智君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員には、会議規則第120条の規定により、８番、今野議員、９番、下道議員

を指名いたします。 

  日程第２に入る前に、皆さんも御存じのとおり、町内でのコロナ感染といった中で、大変

厳しい状況の中で、議会も開いております。さらなる、皆様方の御協力と議会運営に対する

協力をお願い申し上げまして、日程第２に入りたいと思います。 

  ───────────────────────────────────────── 

◎一般質問について 

○議長（大西 智君） 日程第２、一般質問を行います。 

  本日は、９番、下道議員から１番、越前谷議員までの４名を予定しております。 

  初めに、９番、下道議員の質問を許します。 

  ９番、下道議員。 

○９番（下道英明君） おはようございます。９番、下道英明でございます。 

  まずは、メディアの報道にもありますように、一昨日から町内でコロナウイルスに罹患さ

れた皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い御回復を願っております。 

  また、インターネットのほうで、お茶の間傍聴されている皆様には、感染症拡大阻止に向

け、議会、行政、一体となって一層の危機感を、危機意識を持って対応していくということ

をお伝え申し上げたいと思います。 

  このような状況下でございますので、感染防止を鑑み、議会運営委員会の申し合わせに従

い、できるだけ効率的な時間配分で、私の一般質問のほうを進めさせてまいります。理事者

には、簡潔な答弁を期するところでございます。よろしくお願い申し上げます。 

  今回の12月会議、一般質問では、「誇れる地域特性を生かしたまちづくり」、「質の高い

行政サービスに向けて」をテーマに、この大きな二つの柱で質問させていただきます。 

  まず、最初に、さて、新型コロナウイルス感染症の症例が、道内では今年のちょうど２月

14日に確認されたところでございます。ちょうど２月ですから、もう既にあれから10か月

たっているところでございます。洞爺湖町を取り巻く環境も激変しております。また、今回、

この数日間、本当に大きくさらに激変しているところでございます。この１年間通して見る

と、洞爺湖マラソン、あるいは湖畔沿いで開催されていた夏のイベント、洞爺地区の湖畔
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キャンプ場の休止、神社のおみこし等の中止など、日々の行事、あるいはイベントが季節感

を私たちに感じさせていただいたのですけれども、これはまさしく今、何も見えないと、も

う時間軸、肌で感じる時間帯が非常に感じられなくなってきたと、このような状況下の中で、

普段訪れない場所をせっかくだからということで、公園を巡ってきたところでございます。 

一般質問通告書にございますように、まず、公園のほうからいきたいと思います。特に、

胆振総合振興局から出ている地域の良好な景観資源リストというのが、これが総合振興局か

ら出ております。このリストのほうを見させていただいて、その時間帯を使って、空いた時

間で回ってきたのですが、特に、財田の地区の親水公園もリストに入っていたので、先般、

見てきたのですけれども、この財田地区親水公園、これは平成18年、新町洞爺湖町が誕生す

る前、平成14年ですか、洞爺村において、中山間地域整備事業として整備された公園という

ことで、若干、知識も得ながら期待して訪れたところなのですが、洞爺湖マラソンのときの

ハーフのところの折り返しでも使っていますので、私も何回か見ていたのですけれども、改

めて公園のほうを見させていただいたのですが、地域の良好な景観資源というには、ちょっ

と若干ほど遠いのかなと、現在ですけれども、そういったところで、まず、最初に、旧洞爺

村において、この整備した親水公園の当初の目的とか、効果の期待というのは、まずどのよ

うな感じだったのか、まずは、そこからいきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 兼村庶務課長。 

○庶務課長（兼村憲三君） ただいまの質問でございます。 

  当時の事業を進めるに当たりましては、地域の住民の休養、健康増進などの機能を有する

野外での施設整備が求められていたため、現在の親水公園並びに壮瞥川沿いに自然を観賞で

きるよう遊歩道を整備したものでございます。 

これにより、住民の憩いの場として、また、環境学習や訪れた人の休息の場としての効果

が期待できるとしたものでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） そのような形で、環境学習とか訪れた人々の休息の場ということで答

弁があったと思いますが、数回、この地区の人たちと御一緒させていただきまして、壮瞥川

沿いの遊歩道ですか、歩きながら、実は、あのコースはマラソン大会で利用できないかなと

いうことで、何度か見たところもあったのですが、実際には厳しいなというところがあって。

また、壮瞥川の魚道状況も見てまいりました。環境学習という点では、必ずしも今のところ

十分な整備がされていないのかなと、本当に感じたのですけれども、公園の整備状況、また

魚道管理の状況というのを、いま一度、直近の動きを答弁お願いします。 

○議長（大西 智君） 兼村庶務課長。 

○庶務課長（兼村憲三君） まず、親水公園の整備につきましては、公園内、清掃業務として

委託してございます。草刈りを、まず５月と10月は月１回。それから、６月から９月までの

期間、月２回実施してございまして、年間で10回ほどの草刈りを実施してございます。 

  また、壮瞥川沿いのおよそ約１.１キロメートルほどの遊歩道沿いにつきましては、大体
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平均で３日から４日かけて草刈りをしているという状況でございます。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 魚道に付きましては、町の管理ということになっております。

魚道の利用につきましては、洞爺湖漁協のほうで一部増殖事業としてサクラマス新魚の捕獲

を行い、仲洞爺ふ化場で採卵後、放流時期まで畜養し、稚魚を洞爺湖に放流しているという

形になっております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、答弁あったように、思った以上に整備はしているということで、

草刈りもきちんとしていて、ちょうど、もしかしたら、私が行っていた時期がちょっと違っ

たのかなと思うのですけれども。恐らく整備された後だったら、もう少しきれいだったのか

なと。 

  あと、魚道のほうは、内水面のほうの組合ということで、これが管理というか、利用管理

ということだと思うのですけれども、きちんとやっているということなのですが。とにかく

公園、昨日も入江高砂公園とかありましたけれども、温泉街の噴水広場ですとか、あるいは

有珠山噴火記念公園とか、虻田地区では昨日も話題になった入江高砂公園ですね、こういっ

たところで、非常に整備関係では御苦労があると思いますし、また、洞爺地区においては夕

日が見える渚公園だとか浮見堂公園とかたくさんあって、なかなか管理業務というのは大変

だと思うのですけれども。ただ、この親水公園、冒頭でもお話ししたように、ある程度注目

されてきていると。そして、あと財田のキャンプ場のほうには、クラウドファンディングと

いうことで、桟橋のほうも、これからいろいろやっていく人の手というか、ほかの手を使っ

てやっていくということで、今、そういった面では、あそこの地域は一体化されていると、

前に、今はいらっしゃらないですけれども、先輩議員が財田は本当にいい地域だよというこ

とを思い出して、よくあの地域のことを見ているのですけれども。やはり、この地域の良好

な景観資源というふうにうたってきているわけですから、ここら辺のところ、しっかり整備

していただきたいと思うのですけれども。今後の整備見通しについて、もう一度答弁をお願

いいたします。 

○議長（大西 智君） 兼村庶務課長。 

○庶務課長（兼村憲三君） 今後の親水公園の見通しということでございますが、親水公園か

ら財田キャンプ場にかけては、現在、ジオパークの散策コースとして位置づけられているも

のでございます。現状の景観維持のため、環境整備を引き続き進めていきたいというふうに

考えてございます。 

また、関係課と連携を図りながら、この地区のＰＲ、また利用促進に努めていきたいとい

うふうに思ってございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、答弁ありましたように、親水公園から財田キャンプ場、これはジ

オパークの散策エリアにもなっているということで、もともと資料を頂いた中では、これは  
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中山間地域総合整備事業ということで、昔の村のときのものですけれども、この中でも特に、

町民の思い、当時は村民ですね、その憩いや環境学習のほかということで、やはり、施設を

訪れた人々の休息の場というふうになっていて、かなりの金額をかけて、これを整備した事

業ですので、そういったやはり洞爺地区の財産というものを、いま一度やはり、しっかりと

目配り、気配りしながら、景観資源の維持に努めていただきたいと思うのですけれども、よ

ろしくお願いいたします。 

  次に、入らせていただきます。 

ここから本題になってくると思うのですが、次に組織体制、いわゆるガバナンスについて

質問させていただきます。今回は、法律論ではないのですけれども、非常に法律だとか、い

わゆる条例だとか、そういったところの観点から、いろいろ一般質問をさせていただきたい

といふうに思っています。そういった面では、答弁の中で若干困るところがあっても、ベテ

ランもいらっしゃいますので、そこら辺のところはお願いいたします。 

まず、通告書にありますように、洞爺総合支所と洞爺湖温泉支所、洞爺湖温泉支所という

のは、実際には出張所設置条例にある名称ということで、法律、条例上はこれは出張所扱い、

名称としては温泉支所というふうになっていると思うのですが。 

このコロナ禍で、なぜ法律、条例の視点から今回、一般質問するかと言えば、このコロナ

禍、2020年というのは恐らく歴史の中では、本当に子供たちが学ぶ中では、すごい年だった

よという形になるぐらいの歴史に残る世界的なコロナ禍だと思うのです。そういった点で、

災害と同様に全町民、そして、役場組織を挙げて対応していかなければいけない、その思い

でございます。この非常時こそガバナンス、組織機能について、やはり再点検していかなけ

ればいけない、そういう思いで今回、一般質問をさせていただきました。 

平成の大合併後、合併した全国の自治体では、行財政改革大綱に基づき、厳しい財政環境

を踏まえた行財政改革に努めるとともに、職員の定員適性化計画を策定し、本庁と総合支所

機能の見直しや施設の統廃合などを図り、スリムな行政組織への再編に取り組んでいます。

行政サービスの低下を招くことなく、事務事業の選択と集中、そして一方では、高度化・多

様化する住民ニーズに適確に対応するため、やはり、さらなる組織機能の改革が喫緊の課題

だと思っております。理事者には、議会としっかり取り組んでいっていただきたいと思いま

すし、私どもも頑張ってまいりたいと。 

そこで、まず、最初に、平成の大合併を実施した全国の自治体数が幾らで、幾ら減少した

か。ここら辺の初歩的なところから質問していきたいと思います。答弁を。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 平成の合併状況でございます。平成11年以降、自治体の行財政基

盤確立のため、全国的に市町村合併が推進され、平成22年３月までの間、全国で3,232あっ

た市町村が1,730市町村に、46.5％減少しております。北海道内においても、212市町村が

179市町村に、15.6％程度減少しているという状況でございます。 

以上です。 
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○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今、答弁ありましたように、特に、道内で行けば212市町村あったの

が179ということで、先輩議員もよく言うのですが、町村議会では、昔はすごい人数が議会

の研修にいたけれども、今は本当にこじんまりしているよと、そういったところだと思うの

ですが。私が調べた総務省も、平成22年の合併評価資料によると、合併の本来の効果が現れ

るには10年程度の期間が必要であると言っております。合併による効果として、専門職の配

置など住民サービス提供体制の充実・強化、少子化・高齢化への対応、広域的なまちづくり、

適正な職員の配置や公共施設の統廃合など、行財政の効率化が挙げられています。 

  一方で、合併による問題点ですけれども、これは周辺部の活力低下、住民の声が届きにく

くなっている、そして、住民サービスの低下、あと、旧市町村の地域の伝統・文化、歴史的

な地名の喪失が示されていると、そういったところがございます。 

  そこで、平成の合併時に、本庁舎所在地が変更になった地区、例えば当町の場合であると、

旧虻田町と旧洞爺村とあって、本庁機能というのは、この虻田地区に移ってきた。そうする

と、洞爺のほうは洞爺総合支所という形になってきたと思うのですけれども、これが旧虻田

町が全てで、あとは出先になるのは、これは分庁方式というものだと思うのですが、また総

合支所方式というのは、今回、私たちの町が採用したものだと思います。 

あと、分庁と総合支所、複合式、併合式というのもあると思うのです。これは、知ってい

るところでは、うちの友好都市のところの三豊市だとか、あるいはそのちょっと下の四国中

央市だとか、これから後で資料を出しますけれども、そういったところがあると思うのです

が。あと、本当に窓口サービス中心だけとかというところは、以前の洞爺湖温泉支所だとか、

今は観光振興課が入ったので、これはまた違ってくると思うのですけれども。 

その中で、その採用した自治体というのは、幾つぐらいか分かりますか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 合併後の事務所の形態については、議員おっしゃるとおり、本庁

方式、分庁方式、総合支所方式というような、あと複合式というような形で、それぞれ地域

の合併協議で協議されて決まってというところでございます。 

申し訳ございませんけれども、それぞれを採用した割合というのは、手元の資料には持っ

ておりませんので、申し訳ございませんが分かりかねます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 私の調べたところでは、まず、総務省の資料では約35％の市町村がい

わゆる当町と同じ総合支所方式を使っているのですね。それで、30％が分庁方式というのを

使っています。そして、分庁総合支所方式というのがあって、これが7.8％。窓口サービス

の中心の支所方式、出張所に近いが名称として支所と使っている、洞爺湖温泉支所なんかは

そうなのですけれども、これが大体20％。分庁方式というのは、先ほどあったように、役場

機能を部課単位で旧役場に配置する方式ですよね。総合支所方式というのは、管理部門、だ

から議会ですとか教育委員会だとか、大元ですよね、これを本庁に統合して、事業実施部局
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を各所に残すという形。 

それで、先ほどの総務省の報告書の中で、ちょっと調べたところなのですけれども、

ちょっと文章が長いのですけれども、合併関係地方公共団体実施調査報告等というのがあっ

て、この中で、支社機能の位置づけとして、まず、災害対応の拠点機能の役割、身近な行政

サービスの提供やコミュニティの維持があるのです。そして、合併協定書なんかでは、旧役

場の支所としての存続を掲げていたり、あと、旧役場時代と比べ、体制をスリム化していく

とか。そして、身近な住民サービスの拠点の観点から廃止は困難であるとか。そういった形

でいろいろなアンケートが出ているのですが、この間、課長から資料を頂いた、初めて私は

見たのですけれども、これ合併協定書といって、先輩議員の方、これでかなりやっていらっ

しゃると思うのですけれども。この中に、合併協定書、平成17年３月28日となって、こうい

うふうに歴史があるのだなと改めて思ったのですが。 

この中で、一つ、14のところに「事務組織及び機構の取扱い」とあるのです。ここに「新

町における事務組織及び機構については、新町における事務組織・機構の整備方針に基づき、

整備を行うものとする。」と細かく書いてあります。ちょっと時間があれなのですが、読み

ます。「基本的な整備方針。行政サービスの低下を来さないよう住民に分かりやすく、利用

しやすい組織・機構。新たな行政課題に速やかに対応できる組織・機構。指揮・命令系統が

分かりやすく、責任の所在が明確な組織・機構。簡素で効率的な組織・機構。地方分権に柔

軟に対応することができる組織・機構。」それで、ここからなのですけれども、新町におけ

る機能分担とあって、「本庁機能というのは、新町全体に関わる総合的な行政機関」という

ふうに言っているのです。総合支所機能というのは、この当時は、「旧洞爺村の区域を所管

区域として、地域に関する施策を規格するなどの機能を持つ行政機関として位置づける。」

と、「支所機能として、地区住民に最も身近な拠点としての日常性の高い行政サービスの提

供を行う。」 

つまり、この合併協定書の中では、総合支所機能というのは、洞爺総合支所のことを言っ

ている。支所機能というのは、これは洞爺湖温泉支所のことを言っているのですけれども、

この合併協定書の中では、まず、旧洞爺村の区域を所管区域とするということで、もう既に

ここは、まずうたっているということですね、この合併協定書の中で。それで、この合併協

定書に基づいて、協議会が何度も行われています。ちょっと私も古いので、資料を読ませて

いただきました。平成18年１月に第15回虻田町・洞爺村合併協議会会議録というのを読ませ

ていただきました。その中では、総合支所の機能というか、支所の専決事項をどの範囲まで

にするか、本庁舎と総合支所のそれぞれの課を縦系列のつながり、当時の洞爺村のまちづく

り事業など、推進に向けた本庁舎と総合支所で分担するすみ分けなどを議論されている。そ

の事業ごと、あるいは各課ごとに役割が明確している議論がなされたと書いてあるのです。 

それで、一つ聞きたいのですけれども、これ合併協定書、そして、まず洞爺総合支所の組

織の状態として、最初に平成18年、新町ができたとき、このときの総合支所の組織体制とい

うのはどうなっていましたか。 
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○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 合併時、平成18年４月の時点での洞爺総合支所の組織体制は、４

課体制となってございます。 

  業務内容といたしましては、総務、税務、住民窓口、福祉、衛生、商工観光、農業、土木

といった業務全般を行っていたというような状況となっております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） それでは、次、平成24年の１月当時の洞爺総合支所の組織体制はどう

か。これ、もう一度聞きます。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 平成24年に洞爺地区の部分で、農林部分を配置いたしまして、さ

らに芸術館などの地域振興を図る組織体制を確立するということで、部制が一度なくなった

ものが再度設けられ、総合支所も部制部として２課体制で住民窓口、地域振興、農業関係の

業務を行う組織として現在まで続いてきているところであります。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） そうですよね。まずその当時、まずは最初のときは、総務住民課と産

業観光課というのがあったと。それで今度は、ちょうど平成24年４月１日ですから、これ、

実は私、その前の年に補選で入って、この条例改正、本当に勉強不足だったのですけれども、

させていただいたという経緯があって、そういうのもあるのですが。 

そうすると、総務住民課と産業観光課が合併して、地域振興とそれを実施する部署として、

庶務課をつくったということですよね。庶務課をつくって、そのとき、洞爺湖町行政組織条

例を一部改正して、洞爺総合支所に農業、林業及び畜産業の業務を担う業務を追加しました。

これ、役所の言葉で言うなら、役割、いわゆる総合支所の事務分掌というものですよね。こ

の総合支所の事務分掌に農林業と畜産業が追加されたわけなのですけれども。 

そこで、合併協議書の中には、洞爺総合支所というのは、洞爺地区だけを限定にしている

と言っているわけですよね。でも、この平成24年４月の条例改正の後、庶務課ができて、そ

して、そこに本来の本庁でつかさどる管理部門、農業委員会、そして農業振興が追加された

のですけれども、そうすると、純粋にこの協議書を見ると、旧洞爺地区の区域を所管する行

政機関に、平成24年４月の機構改革で庶務課と農業振興課が新設されたと。この農業振興課

というのは、本来は洞爺地区、洞爺湖町全区域の農林業・畜産業に関することで、洞爺地区

を所管する所管区域を限定するこの合併協議の内容と、ちょっと食い違うのかなと思ってい

まして、この認識がいいのかというのが、まず第１点。 

あと、平成24年３月の洞爺湖町行政組織条例を改正しました。そうしたら、ちょうどネッ

トでも出ていますけれども、これが洞爺湖町行政組織規則というものです。これで見ると、

本庁機関というのは、総務部、経済部、洞爺総合支所となっております。３部制になったわ
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けなのですけれども。洞爺総合支所は、結局、総務部、経済部と同様に、洞爺湖町全域をカ

バーするという形に洞爺総合支所もなったという形になると思うのです。そうすると、その

点でいけば、農業振興課の所管エリアは、本来は従前の合併協議書では洞爺地区だけなのだ

けれども、何かそこら辺が非常に納得できないものですから、この点について副町長、どう

でしょう。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） まず、合併協定書の考え方でございます。 

これは、基本的に新町に委ねるときの条件という形になってございまして、合併時には、

そういう形で移行したのですけれども、その後、いろいろ組織・機構の在り方というのは協

議されてございまして、その中で、洞爺総合支所と本庁機能の在り方という部分については、

段階的に見直ししていくというような、基本的な方針も示されております。それに基づいて、

現在までやってきたという形になります。それで、平成24年のときに、組織規則を改正して、

議員おっしゃるとおり、洞爺総合支所というようなものが出先機関の支所という位置づけで

はなくて、本庁の総務部、経済部という部という町長の直近下位の組織、内部組織として

なってございます。 

その理由といたしましては、平成21年のときに１回、部制が廃止になりまして、総合支所

のほうも窓口程度の業務体制となった時期がございます。その後、やはり地域の振興とか、

そういう部分を図っていくということと、農林部門というのは、どうしても洞爺地区のほう

が主でありますので、そういったものを向こうに置いて、指揮・命令権等とか簡易な迅速な

業務体制を執行していくという観点から、向こうに配置したと。 

そうなると、農業部門というのは、当然、洞爺地区、虻田地区、全町を見ることになりま

すので、限定した支所という形では、なかなか対応ができないということから、「部」とい

う総合的な中で、「部」としての位置づけに洞爺総合支所をもってきたという経緯がござい

ます。 

その中で、洞爺の地域振興というのは、庶務課の事務分掌の中で洞爺に関する地域振興と

いうような形で業務をさせていただいているというような状況でございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 今回、とにかく細かくて申し訳ないのですけれども、とにかく冒頭に

言ったように法律と条令の視点からお伺いしていくので、悪いとか悪くないとかではなくて、

まずは現実を見て、どういったものかということを、やはりもう一度見直していかなければ

いけないと、そういう思いなのです。 

  それで、平成24年３月の条例改正で、洞爺総合支所に農林業、畜産業を所管する農業振興

課を追加設置しました。御存じのように、やはりこれは、総合支所方式による事務効率、具

体的には決裁スピードだとか、決裁権だとか、本庁との調整、あるいは意思疎通の困難が表

面化してきていると。やはり、分庁方式並びに農業政策だとか、農業委員会の洞爺地区への
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移行というのは、大変望む人も多かったと。ちょうど私も議員になりたてのときだったので、

そういうのもあったと。それは、十分分かっているのですが。 

その中で、本庁及び総合支所間の総合調整機能が、充実と意志決定が経路の短縮化に努め

たと思うのですけれども、この部制の復活というのは、そのような観点からされたというふ

うに考えてよろしいのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 平成24年の部制の復活につきましては、洞爺地区の業務に、それ

までは課長しかおりませんでしたので、ある程度の権限がある部長職を配置してスピーディ

な事務執行体制をとるということが、基本的な考え方で、組織機構が見直されたということ

になってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 総務省の資料報告によれば、今回、庶務課というのは、これは明らか

に総合支所の機能ですよね、組織機能なのです。それで、農業委員会の業務は、洞爺地区限

定ではなくて、洞爺湖町全域の業務ですし、また、今日の先ほどの答弁もあったように、魚

道でしたら産業とか、すみ分けできているわけなのですけれども。 

ただ、明らかに農業振興課と農業委員会というのは、本来のその条例上ですよ、条例上、

やはりこれは、本庁の内部組織であって、そのために洞爺総合支所を役場の内部組織と組み

入れたので、つまり、役場の本庁業務を洞爺地区に移したと。ということは、これはもう総

合支所方式ではなくて、分庁総合支所方式の機能になったということなのです。 

だから本来だと、例えば洞爺湖温泉支所、これは、今、観光振興課があるけれども、条例

の設置上でいくと、これは出張所、名称は洞爺湖温泉支所。でも、本来は本庁機能の観光振

興課が今、移っているわけです。ということは、実際は、もう合併当初、また平成24年以降、

機構改革をした段階で、総合支所方式から、先ほどの冒頭の幾つか種類があった中で、その

一番、七.数パーセントの本当に少ないやつ、そこにもう当町は移行してしまったのです。

ですから、総合支所方式ではなく、分庁が加わって、分庁総合支所方式になってきたのです。

これは、後で触れますけれども。 

あと、新町誕生の前、この合併協議書の中で、合併後は、虻田地区、洞爺地区の行政拡大

に伴って、住民の意見を反映させるために、これは後ろのほうなのですけれども、地域審議

会が設置されたと思うのですが、この審議会というのは、どのような審議会でしたか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 地域審議会につきましては、合併協議により地域課題やまちづく

り全般について審議する組織ということでありまして、虻田地区、洞爺地区それぞれに地域

審議会が６年以内の期間として設置されました。 

  審議の内容につきましては、新町のまちづくり総合計画の内容とか、地域的な課題として、

虻田地区では字名に関すること。あとは、洞爺地区では洞爺高校や国際彫刻ビエンナーレな
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どについて審議され、設置期間終了まで、平成23年度までに虻田地区で12回、洞爺地区で16

回開催されたということになってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） そうですね、今、細かいところはこの協議書とは違って、調べていた

だいてありがとうございます。 

要は、虻田町及び洞爺村の廃止、新町発足ということで、役所言葉でいうならば、廃置分

合ですよね。これ、廃置分合で結局、伴う審議会ということで、これが、設置期間が合併の

日から６年以内と。ちょうど平成18年の新町ができて、機構改革、これがちょうど６年目と

いうことで、それで、このときに平成24年の３月に、この審議会の設立の期限が切れるので、

やはり変えていかなければいけない、これは私の推測ですなのですが、そう思っているので

すが。 

その中で、合併協議書による虻田町庁舎に管理部門の主たる機能、これは、まさしくこの

議会。そして、そこにある教育委員会をそのまま置いて、総合支所方式として、管理部門な

どを除いて、当時の洞爺村行政機能を残す方式、これは総合支所方式だったと思うのですが、

これで先般、通告したように自治法の第155条の第１項、これは支所・出張所についてどう

捉えているか、答弁をお願いします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 支所と出張所につきましては、どちらも地方自治法第155条第１

項に規定された特定の区域を所管する出先機関という形で位置づけられております。 

  違いは、法律上、明確に区分されているということはないのですけれども、一般的に支所

というのは、町内の特定地域に限って、町の事務全般を担う事務所と。出張所は、住民の利

便性のために、役場に出向かなくても済む程度の簡単な事務を処理するための事務所という

形でされております。 

  当町の洞爺湖温泉支所というのは、議員が先ほどからおっしゃられているとおり、法律と

条令上は出張所という扱いになっておりますが、組織の名称として洞爺湖温泉支所と称して

いると。 

洞爺総合支所につきましては、出先機関の支所という位置づけではなく、町長の直近下位

の内部組織の部として扱っており、その名称を洞爺総合支所として称して、うちのほうでは

やっているということでなっております。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） まさしくそうですね。若干ちょっと詳しくすると、この地方自治法第

155条、市町村は支所または出張所を設けることができ、その位置・名称及び所管区域は、

これ条例で定めなければいけないとなっているのです。 

ここがちょっと問題で、要するに、地方自治法では、第155条では、名称、支所とか、名
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称、所管区域、これは条例で定めなければいけないと。そうすると、さらにつっこんで答弁

の補足なのですけれども、支所は、事務の全般にわたって、地域的に分掌、事務分掌、つま

り役割ですね、させていくと。総合的な出先機関として設置されて、出張所は役場まで出向

かなくても済む程度の簡単な事務所を律すると。いわゆる役場の窓口の延長扱いという形な

のですけれども。 

合併協定書には、洞爺村役場は、住民サービスの低下を招かないように総合支所とすると、

これは明記していました。また、平成18年３月合併当時、洞爺湖町支所及び出張所設置条例

でも法律上の位置づけというのは、「支所」ですけれども、これは洞爺総合支所という名称

で書かれていて、当然それをして、洞爺湖温泉支所も条例上、今、先ほど課長が言ったとお

り、答弁上、あそこは法律上は出張所だと、仮称で支所という形になっているわけです。 

  そうすると、合併当初は、総務住民課と産業観光課が総合支所として、洞爺地区限定で行

政全般を担っていたと。しかし、平成24年３月の一部条例改正によって、総務住民課と産業

観光課を合併して、地域振興をそれぞれ実施する部署として新たに庶務課をつくった。これ

は先ほど言ったとおりに。さらに、洞爺総合支所に農業、林業及び畜産業の業務を組織とし

て追加した。それで、事務分掌には、農林業、いわゆる畜産業を追加したと、水産業はこち

らなのだけれども。そうすると、繰り返しになりますが、合併当初は総合支所方式を採用し

たけれども、明らかにこの事務分掌では、先ほども繰り返すのですが、分庁、総合支所方式

の機能になっている。 

そうすると、ここからなのですけれども、合併時から平成24年３月31日までは、実は洞爺

支所設置条例というのはあったのです、存在していた。先ほど触れた、地域審議会の協定設

置協議書により、合併から６年以内に設置期間となるので、これに合わせて、設置条例から

洞爺総合支所の名称と位置を削除する条例を出したと思うのです。一応、私も調べてみたら、

一括の中に附則というはあったけれども、よく大元の条例に対して、附則というのが、でき

るだけ簡素化しようということなのですけれども。実は、この附則のほうに、ちょっと大き

な問題があるのではないかなと、今、思っていて。それは何かというと、この条例改正に

よって、法律上の洞爺総合支所のいわゆる支所部門の条例の位置づけがなくなってしまった

のです。だから、そこが問題で。 

そうすると、本来は、合併当時は、総合支所方式を使ったと。平成24年３月議会で条例改

正をしたと。４月から組織機構が変わったと。その段階で、分庁総合支所方式に、うちの町

は移ってしまったのです。そして、条例を改正して、あれは、本当は条例を改正しなかった

ほうがよかったのかもしれません。改正したことによって、ましては附則の中に、洞爺支所

の設置条例を消してしまったのです。残っているのは、今これ、ネットで分かるとおり、温

泉支所しかないのです。 

ということは、ちょっと大変な形になっているので、実は、この自治、私も地方自治の勉

強会というのは出ているので、そういう中で聞くと、例えば、いろいろな町もそうなのです

けれども、先ほど言ったように、総合支所方式から分庁、その総合支所に変わったときに、
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必ず法律をそのままにしていたりするのです。残念ながら、うちはこの総合支所設置条例、

本当はそのまま残すべきだったのですけれども、そういう形になってしまったものですから、

ちょっと確認すると、上の、例えば上級官庁の関係者から確認すると、非常にこれはまずい

のではないかと、設置が。 

ですから、そういった面では、法令違反とまではいかないのですけれども、いくのかどう

かあれなのですけれども、非常にアドバイスを頂いて、これは条例改正すべきではないかと

いうことがありまして、そういった点で、今回、この検討をすべきだと思って、一般質問を

させていただいたのですけれども。課長では、あれでしょうから、副町長か町長、お願いし

ます。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 私どもも、いま一度、条文の関係は精査していきたいというふうに考

えております。 

  ただ、洞爺湖温泉支所あるいは洞爺総合支所、これができたのは、議員も御承知のとおり、

旧虻田町時代に本町地区と温泉地区とちょっと場所が離れているということから、わざわざ

温泉の方が本町地区まで来るのは大変だということで、窓口業務を設置していた。そして、

たしか昭和40年代後半から50年代だと思いましたけれども、イベントをやるようになったと。

当時、オールドボーイロードレース等々があって、その折に、最初は本町で業務をとってい

たわけですが、これではやはり大変だということで、温泉のほうにその業務を持っていくよ

うになったと。そして、たび重なる噴火災害で、観光も低迷していたわけでございますけれ

ども、何とか観光も観光客、旅客誘致というか、そういう面からも、温泉に少し支所に力を

入れていかなければならないなということで、温泉支所を持っていった。温泉支所に観光振

興課を温泉のほうに持っていって、窓口、それとイベント、観光対策、これで温泉支所とし

て旧虻田町時代にスタートしていたと。 

時が流れ、平成18年の大合併で旧洞爺村と合併しましたと。その折に、旧洞爺村の、当時、

その合併が対等合併であったということから、洞爺地区もしっかりその機能を残していかな

ければならない。それで、発したわけでありまして、その折に、洞爺総合支所、支所条例の

中の洞爺総合支所というものを設置していたかなというふうに思っております。 

ただ、合併してから、やはり仕事をしていく中で、ほとんどが本町のほうに専門職がいる

ということで、たしか最初４課あったかなというふうに思いますが、だんだん職員が専門職

のほうに来て、そして、事務をとったほうがスムーズにいくという観点から、大分、職員の

数も本町地区のほうに移行になってきたと。そして、だけれども、そのときに、もっともっ

と町が、虻田町時代は二つあったような町が旧洞爺村と合併して三つあるような形になった

と。そこをうまく配分していかなければならないであろうで、当時は相当苦労されたと思う

のですが、温泉の支所については、人数も窓口、それからイベント、観光振興課で職員の

ニーズが相当増えてきたと。 

ところが、合併して、当初は洞爺の総合支所のほうにも職員がそこそこいたのですが、先
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ほど申しました本庁機能に、専門職のほうに、機能を移したほうが人員的効果からも、そち

らのほうがよいであろうで、職員の数がだんだん本町地区のほうに移行してきたと。そのと

きに、洞爺地区の方々がよく言っておられたのは、人数が少なくなって洞爺総合支所かとい

う話もありまして、これは何とかしなければならないということから、平成24年に農業振興

課なるものが向こうに行って、洞爺総合支所の職員の数そのものも大体平均を保てるように

なってきたかなと。その折に、当時、総務課長が今の課長でない時代だったのですが、恐ら

く条文の改正、法改正等々の関係で、ひょっとしたらちょっとミスをしている、ミスという

か、手違いがあったのかもしれませんので、改めて議員から御指摘頂いておりますので、も

う一度、私どもで精査してまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 町長、ありがとうございます。 

今まさしく、合併、どうして、なぜ、総合支所に農業振興課がいったという、私もその当

時は、最初かじっていたときですから、経緯は薄々分かっていたのですけれども、いずれに

しても、そのような状況がありましたので。 

ただ、冒頭お話ししたように、例えば、本当に洞爺湖町の友好都市の三豊市だとか、四国

中央市というのは、これはまさしく同じことをやっているのです、支所分掌方式で。そして、

そこでは、いわゆる支所設置条例というのをそのまま残して行政条例のほうを変えていると

いう感じですから、ですから、一つ気になったのは、答弁の中で、「いや、違うよ、下道君。

それは違って、洞爺湖町の公告式条例の中で洞爺総合支所、掲示場としての所定が定まって

いるから、それでいいのではないの。」という答弁もあったものですから、予定していたの

ですけれども、そこに触れないで、やはり、これももう一度、それは全く私も調べたのです

けれども、掲示場、公告式条例がどうのこうのというのはないので、あくまでも、やはり支

所設置条例がないと、非常に不具合があるということを改めてお伝えしたいと思います。 

  その中で、ちょっと時間も押してきているのですけれども、この支所・出張所の違いの関

連の中で、公共施設の法的根拠についてなのですけれども、公の施設及びその管理は、条例

というのはまた自治法の第244条、本当にすみません、法令ばかりの話をして申し訳ないの

ですが、第244条の２第１項に規定されています。今回、一般質問をつくっていく中で、洞

爺湖町出張所設置条例、いわゆる通称洞爺湖温泉支所なのですけれども、これを見直してい

くと、この支所の中に、観光情報センターが入っているのです。それで、観光情報センター

は、これは公なので、本来だと設置条例が必要なのですよ。これもないので、そういった面

で、今回調べる中で、一括してやっていただきたい。 

  なぜかというと、この観光情報センターの設置条例がないということは、地方自治の遵法

上、遵法の話、コンプライアンスも出てくるけれども、町の暴力団排除条例第８条ですか、

それに基づく公共施設に係る措置に、実際これは不都合が生じてくる。観光情報センターに

設置条例がないと。そうすると、公の施設なのだけれども、それを規制する暴力団員とか、

そういったその筋の方を規制するものがないのです。 
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ということは、これを見ると、これもなかったのかということで、これは当然、その前の

前の方とか、今の現職の方を言っているわけではないので、そういう形で、やはり、そこの

直せるところはきちんと速やかに直していくと、こういうことも必要だと思うのですけれど

も。この点、どうでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） おっしゃるとおりですね、非常に処理上、不適切と言いましょうか、

というところにつきましては、すぐさま整理をしてまいりたいと考えております。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） あと、もう一つあったのですけれども、これはまた別にして行きます、

ちょっと時間の都合がありますので。 

  次、通告書にありますように、法令遵守の考え方について、どう捉えているかということ

で、前文のほうは通告書に書いておりますので、このような状況下の中でしていただきたい。

一つ言うと、社会経済情勢の急激な変化に伴う地方自治体の財政状況の悪化により、限られ

た予算をより効果的に配分し、町民の理解を得ながら、行政を推進するに当たり、文書管理、

個人情報の保護、経理事務等について適正に業務を執行する必要があると。質の高い行政

サービスの提供に向けて、法令遵守、いわゆるコンプライアンスの条例の制定の考えはない

かということなのですけれども。 

まずは、ないのかということですけれども、これについては、いきなりぽんといくわけで

はないので、コンプライアンスについてどう捉えているかということをまずお聞きします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） コンプライアンス、法令遵守という部分につきましては、地方公

務員として公正で公平なまちづくりを行う役場職員として、最低限守らなければならない

ルールであると考えております。 

  町といたしましても、法令違反の未然防止や是正などを行うため、公益通報制度というも

のを設けてございます。また、町職員などが業務を行う上で、法令に違反する事実や事務事

業に係る不当な事実があった場合は、町長または行政観察員という外部の方に通報し、是正

する仕組みというのが、この公益通報制度であり、こういうことも設けてございます。 

  また、町の事務事業執行に当たって、不当要求行為というものがあった場合のルールも設

けており、事務事業の適正な執行を確保する仕組みも導入しているというところでございま

す。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） 分かりました。このとおりですよね。そういうことで。 

  次なのですが、通告の２番目ですけれども、平成12年４月に制定した国家公務員倫理法に

ついて、どのように捉えているかお伺いします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 
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○総務課長（高橋謙介君） 国家公務員倫理法は、公務に対する国民の信頼を確保することを

目的とした法律でありまして、利害関係人と言われる方に該当する人との付き合い方などに

ついて、国家公務員が守るべきルールを定めたものと認識してございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） それで、実際、ちょっと早回しで来たのですけれども、実際に、条例

をつくる考えはないのかということですけれども。今、前段で、洞爺総合支所の問題。そし

てまた、行政、様々な条例の問題がございました。 

そういった中で、仮に、今、私が行ったのが正しければ、８年間、洞爺総合支所のもとも

との設置条例がないということで、８年間宙ぶらりんになっていたと。これも非常に大きな

疑義だと思うのですが、あと、そういう中で、そういったことをやはり解決していく中で、

先ほど課長の答弁もありましたけれども、いろいろな、例えば、洞爺湖町職員等公益通報規

則。あと、不当要求行為等の防止で、職員個人のモラルに限定する要綱となっていると。そ

ういったことがあるのですが、しかしながら、やはり、これは条例でもないですよね。そう

いった面で、町民を代表する私たちやはり議員が、この規定に関与するということが、私は

非常に必要だと思うのです。そういった面で、ただ単に、その議会が関与しない中で規則を

決めるということではなくて、やはり、全般的な職員の職務に関わる法令遵守及び組織とし

ての倫理の保持体制整備を図るということは、これは条例化することによって、職員はもと

より、町民に対して法令の遵守ということは、倫理を保持する、そういった組織的な取組を、

あるいは体制を明らかにすることによって、町民からやはり信頼される、町政がしっかり透

明化されるという点では、やはり、この仕組みというのをコンプライアンス条例というのを、

ただ、今の内部の２本の縛りをするのではなく、やはり議員を使って条例をつくっていくと

いうことは、私は大事だと思うのですけれども。その点で、町長、このコンプライアンス条

例についての考えをお聞かせいただけますか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 先ほど、担当課長から申し上げましたように、様々な規定等により

まして、ある程度しっかりしたコンプライアンスが造成されているのかなというふうには

思っているところではございます。 

町として、その条例を制定する考えでございますが、もともと職員には、地方公務員法第

32条において、法令遵守勤務というのが当然定められてございます。また、先ほど申し上げ

ましたように、公益通報制度であったりだとか、不当要求等への対策等についても、確かに

規則、また要綱では定めているところでございます。私どもとしては、まず、この規則・要

綱をしっかりと踏まえて実施していくということが、まず大切かなというふうに思ってござ

います。 

今のその条例制定につきましては、確かに議会の関与というのも、当然、重要になってき

ます。これまでも、そういう部分におきましては、議会等については、事あるごとに、しっ
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かりと情報提供してきているというふうに私どもは考えてございますが、この条例制定に向

けては、他市町等の状況も見させていただきながら、少し時間を頂いて、調査・研究をした

いというふうに思っているところでございます。 

○議長（大西 智君） 下道議員。 

○９番（下道英明君） ありがとうございます。今回の一般質問、法令・条例にこだわって条

例改正、また条例制定を提案いたしました。 

  以上で、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで９番、下道議員の質問を終わります。 

  再開を11時15分といたします。 

                               （午前１１時０１分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午前１１時１５分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

次に、６番、五十嵐議員の質問を許します。 

  ６番、五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ６番、五十嵐でございます。 

  急転直下、洞爺湖町においても新型コロナウイルスの感染者が出たということでございま

す。感染された方々が、重症化しないように、また、１日も早く回復され、これ以上拡大し

ないように祈っているところでございます。 

今回、一般質問に通告した時点では、このような事態といいますか、このような状況では

なかったものですから、ただ、札幌を中心に感染が広がっているという、そういう状況で

あったことは皆様御承知のとおりですし、この管内においても、毎日のように感染者が報告

されているということがございましたので、密かにこう忍び寄って来ているような感覚を覚

えたものですから、今回、質問の中で、一般事業者の方々も、10月ぐらいまでは何とか持ち

直してきていたのですが、こういう北海道全体が自粛ムードといいますか、コロナウイルス

感染が広がりを見せている中で、事業者も大変厳しい状況になっていきているということ。  

それから、この感染がひょっとしたら広がりで当町にも及ぶのではないかと、その準備は大

丈夫だろうかということで、実は質問の通告をさせていただきました。 

だから、それ以降、こういう状況になっていますので、それを考慮しながら質問をさせて

いただきたいということを、まずお許しを頂きたいと思います。 

今回、２項目についての質問をさせていただきますが、まず、１点目でございます。コロ

ナウイルス感染症への支援策と発症者が出たときの対応についてということでございます。 

その中で、まず１番目としては、支援策のほうからまず入ってまいりますが、１番目とし

て、農業、漁業や医療福祉関係事業者への支援金の支給が予定されています。この時期に
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なった理由、それから、この支給金額が何を基準に算定されたのか。それと、国の持続化給

付金の申請をして、給付された事業者の把握はされているのかどうかという質問から入って

まいります。 

農業、漁業者のことに関しては、ちょうど、まず農林漁業者の支援金ということで、今回

の回覧にも入っておりましたので、通知はされていますし、11月議会でも補正で議会に提案

されて、通っているというところでございます。この農業、漁業者についての、支援される

ことに私、全然文句があるわけではありません。大変ありがたいことといいますか、農林漁

業、それから福祉関係の方、大変喜んでいただけるのではないかなと思っていますけれども。

その細かいことになるかもしれませんが、こういった形で質問させていただいておりますけ

れども、６月の一般質問で観光飲食業などは、当初より膨大な影響を受けているけれども、

農業や漁業への波及的な影響が心配されるので、その対策はどうですかということも、実は

６月に質問させていただいた経緯がありまして、そのときの答えも含めて質問をさせていた

だくわけですが。 

まず、この時期になったという理由と支給額の基準の算定基準というものについて、まず

最初にお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 農林業への支援が、この時期になった理由についてでござ

います。 

  秋の収穫やホタテの出荷時期を迎えまして、新型コロナウイルス感染症の拡大により、

国内消費の落ち込みや輸出の減少により、農水産物の単価が下落するなどの状況が把握す

ることができましたので、この時期になったということでございます。 

  また、支援金の額の関係でございます。農業者、漁業者の対象人数が多数でございます。

法人経営体や個人経営、経営規模や経営形態が多種多様にわたってございます。農業と漁

業との調整が、大変難しい状況だったということでございまして、このたびの支援金は、

新型コロナウイルス感染拡大に伴います事業継続に大きな影響が出ている町内農林業、漁

業者の皆様の事業継続の下支えをするため、支援金を支給することを目的としてございま

す。農協及び漁協とも協議した結果、一律の給付とさせていただいたところでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 規模によって、農家にも規模の差がありますので、大変助かると

ころと、まあこれぐらいかと思われる事業者もいるのかと思いますけれども。逆に言うと、

根拠ということの説明かどうか分かりませんが、一律に額を決めるしかなかったのかなと

いうことで理解をさせていただきます。 

  それで、この時期になったということについても、先ほど、６月に一般質問をさせてい

ただいたときの答弁で、片岸課長は「価格低迷が長期化するのであれば、持続化給付金な

どの利用、国の各種対応・対策を利用できるようＪＡとうや湖と密に連携して」という答

弁をされていますし、田所産業課長も「生産高が減少している漁業者の申請サポートを漁
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協で行っていて、持続化給付金をまず活用していただきたい。」という答弁をしていただ

いております。 

  そこで、30万円の給付は、この一律30万円の給付は、12月10日から申請が始まって給付

されていくというふうに思いますけれども。その前に、その持続化給付金という国の制度

の中で申請をされて、さきの答弁でもありますように、現実、そういう形で申請をして、

給付をされた事業者が、もしこれがあれば、すごく助かっている額だと思います。法人で

200万円、個人で100万円という大きな額ですから。その辺の申請された、これは個人情報

になるかもしれませんけれども、それぞれの担当で把握をされているのかどうか。これの

ことについても、伺いたいと思います。 

○議長（大西 智君） 片岸農業振興課長。 

○農業振興課長（片岸昭弘君） 農業者の申告状況でございます。 

  具体的な申請をした件数は、把握していないというような状況でございます。春先の道

の駅、水の駅に出荷されました農業者を初めといたしまして、学校給食の停止により、牛

乳や米、野菜などに影響が発生しております。ＪＡとうや湖におきまして、事業の周知を

行っているところでございます。 

  また、収穫期に入りまして、外食産業の低迷や旅行客の減少により、お土産などの販売

が低迷していることから、米及びあんの原料であります小豆において、国内在庫の増加に

より価格に反映されておりますので、改めて洞爺湖町といたしまして、再度、農業者へ事

業の周知を行っているところでございます。 

農業者からの相談の内容でございますが、事業要件が緩和したのかというような相談内

容がありまして、事業の内容につきましては変更がございませんので、事業の要件を詳し

く御説明をして対応しているところでございます。個々の農業者におきまして、経営の形

態や作付品目・作付面積によって、影響の度合いに違いはあると思いますが、申請の提出

は個々の判断となりますので、漏れがないよう制度の周知に努めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

○議長（大西 智君） 田所産業振興課長。 

○産業振興課長（田所昭博君） 漁業者の持続化給付金の申請につきましては、いぶり噴火

漁業のほうでサポートしていただきまして、対象となる漁業者30件、全て申請をしている

状況でございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 分かりました。だとしたら、ある意味で第二弾的な町からの支援

ということになるのかなというふうに思います。 

  それで、５月以降、各事業形態それぞれ、全産業といいますか、それぞれの産業ごとに

支援を行ってきたわけでありますけれども。飲食・観光、それから宿泊、それから、それ

以外の事業者。今回、農業、漁業、それから医療福祉関連ということで、ほぼ町内の全事



 

－81－ 

業者向けに、町の支援金が一応、回ると。一律のものもありますし、その規模によって額

が違ったりすることは確かにありますけれども、一応、公平とまでは言えるかどうか分か

りませんが、一通り事業者に、困っている事業者に対して、一定の条件はありますが回っ

たということになるのかなというふうに思っています。 

  それで、そのことを踏まえて、２番目の質問に移ってまいりますが、観光・宿泊・飲食、

それ以外の商工事業者への支援金の支給は既に実施されていますが、いまだに復調の兆し

も見えず、各種給付金も底をつく状況となっています。倒産や雇用を守るためにも、再度

支援をする考えはないかということで、質問させていただきますが。 

先ほどもちょっと申し上げましたけれども、最初は確かに前年比５割を割るケースが

ずっと続いておりましたけれども、町の支援策、国や道の支援策があって、少しずつ回復

の兆しを９月、10月ぐらいまで見せておったのですが、道内において、感染が広がりを見

せた頃から、11月になってからでしょうか、その業者によって違うかもしれませんけれど

も、非常に厳しい状況が続いてきております。各種給付金を頂いておりますけれども、そ

れをつなぎ、つなぎで何とかこらえてやってきた部分、それは利用者によっていろいろと

異なるかもしれませんが、持続化という意味合いの給付金もありますけれども、それも少

しずつ目減りをして、底をつく状況になってきているということも踏まえて、もう一度、

やはり、今後先行きがまだ見えない中で、事業を継続していくためには、どうしてもやは

り国や道もそうですけれども、まず町の支援が必要ではないかということで、今まで一通

り支援は回ったけれども、第二弾として改めて支援をする考えがないのかということで、

お伺いをするわけですが。昨日の全員協議会で、飲食店、業種が限られてた飲食店ですけ

れども、それに対しての、これも前回も飲食店の中、ないしは、その他の事業者の中で１

回支援を受けている事業者もいらっしゃると思いますけれども、二度目の支援ということ

になろうかと思いますが、この辺も含めて支援策の考えについてお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） ２月以降の新型コロナウイルス感染症の状況によりまして、非常

に低迷していた町内の観光を中心とする各事業所、飲食店も含めまして、様々な事業所に

影響が出たかというふうに思ってございます。そういう中にあって、やっと秋になって、

本当に回復の傾向が見えたなという状況があったのですが、また11月に入って、皆さん御

存じのように北海道内においては、非常に感染が拡大している。そういう状況も合わせて、

ＧｏＴｏの制限等もあるというような形で、また非常に苦しい状況になっていると私ども

も理解して、景気低迷が長期化しているなという考えは持ってございます。 

  そういう中にありまして、特に飲食店の中の「飲」の部分につきましては、非常に、さ

らに、ほかの業態よりも厳しいというお話を聞いてございました。なかなか札幌とか、そ

の他の都市で、「飲」の部分におけるクラスターが発生していたというのが結構ありまし

て、私どもも、そこになかなか経済を回すような支援を考えていたのですが、具体的にこ

れがいいだろうというのが、なかなかつかめないような状況にありました。 
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  そういう中にありまして、今回、やはり、ここまで長引いているということであれば、

その「飲」の部分について、まず支援させていただきたいということで、町内30の事業所

を予定してございますけれども、30万円の助成をさせていただきたいという考えでござい

ます。 

  先ほど申し上げました今後でございますけれども、実は、先日も旅館組合のほうから要

望書が出ていたりもしてございます。そういうことを踏まえまして、町としては、この経

済低迷が長期化している部分をしっかりと捉えていかなければいけないだろうなというふ

うに思ってございます。 

  ただ、その景気の低迷状況が、では観光業者だけかというと、そうでもないだろうとい

うことでございます。その辺も含めながら、考えていく。さらには、まずはやはり、感染

拡大防止を町としては、まずこれを最優先でしっかりやることが大切ではないかなと。こ

れが恐らく、経済の回復にもつながっていくのだろうなと思ってございます。 

  経済対策、今後も検討させていただきますが、先日も皆様には御説明したとおり、町が

これまでやってきた経済対策の総額が、基本的には国の臨時交付金を活用させていただい

ておりますけれども、今現在でも見込みとしては、それを上回る3,000万円程度の額につい

ては、町の持ち出しという形で、今、進めさせていただいております。そういう町の財政

状況もございますけれども、今、国のほうでは、３次補正というような話も進んでござい

ます。総額、たしか19兆円というふうに聞いてございます。感染拡大防止であったり、ポ

ストコロナに向けた経済構造の転換であったり、国土強靱化という話が柱かなというふう

に思ってございます。その中の、感染拡大防止であれば、また臨時交付金が交付されるよ

うな話も聞いてございます。それらをしっかり活用できるような方策を考えながら、町の

経済回復、また感染拡大防止に向けて、しっかりと検討・取組を進めたいと考えていると

ころでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 感染対策、これがまず第一。これはそのとおりだと思います。そ

うは言うものの、やはり経済も動いていますし、生活もかかっているわけでありますので、

一通り支援は回りましたけれども、第二弾として、しっかり考えていただきたいというこ

とと、確かに財源の問題がありますので、国からのめどが立たないと、ちょっと計画がし

づらいのかなと思いますけれども、見込んでというのは変な話ですが、二弾、三弾と状況

を見ながら、ぜひ、支援を続けていっていただきたいというふうに思います。 

  そこで、通告はしていないのですが、これも今回のちらしで入っていまして、例の商品

券、「洞爺湖町あつもりプレミアム商品券」で、私も前回も全員協議会かなにかで消化率

を見せていただいたたら、昨日の全員協議会では、半分以上購入が進んでいるようでござ

いますけれども、購入締切が今月の25日に迫っている中で、それで、使用は来年の１月31

日ということですが、このせっかくの商品券事業が、全部行き渡って買ってもらえますと、

7,500円の利用ができるわけですから、この町に２万6,000セットの7,500円の掛けた部分が
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消費されるということは、大変大きな経済効果に結びつくわけで、何とか消化をできない

かということで、この一環として、まず周知をする意味でこのチラシを回覧ですか、何か

に出していただいて、まず第一弾では、それでいいのですが、この結果を踏まえて、やは

り何か行動を起こさないと売れることにはならないのではないかと。期限をもう１回延ば

すとか、再度、購入が可能になるのか、その辺の考え方がないのかどうか。通告していま

せんので、準備ができているか分かりませんが、お答えできたらお願いいたします。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 商工会のほうにお願いをして、今、販売しております「洞爺湖町

あつもりプレミアム商品券 」でございます。これにつきましては、以前の商品券の混乱が

あった件もございまして、まずは全住民の方の部分、8,600人相当の分を用意させていただ

くという状況でございます。そういうことで、「ちゃんと数はありますよ。皆さん、焦ら

ないで買っていただいて、活用してください。」という思いでございました。 

当初から、これが100％になるだろうという思いは、正直なところ、持ってございません

でした。その中で、今現在、大体60％弱の販売状況かなと思ってございます。それで、販

売期限が今月の25日ということでございますので、これからある程度、また売れるだろう

なというふうには思ってございますが、ある程度の、やはり売れ残りというのでしょうか、

残ってしまうことが想像されます。 

そういうことから、私ども、当初は全住民分用意しているので、追加で販売するという

のは考えませんということで来ていたのですが、せっかくの商品券ですので、これはやは

り有効に活用していただくことが、経済の回復にも当然つながりますし、住民生活の支援

にもつながるということから、今、ちょっとその辺の期間の延長とか、追加の販売方法等

を検討させていただいております。まだ、正式なものは決まってございませんが、そうい

うことで、何らかの形で住民の皆様に再度、販売できるような体制をとっていきたいとい

うふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ぜひ、進めていっていただいて、早く購入して、早く経済が回る

ように努力をしていっていただきたいと思います。 

  それと、これは飲食店の、12月の補正でこれから出てくる話ですけれども、一律30万円

という。これも、金額の基準というのですか、何でもそうなのですけれども、なかなか決

めづらい部分があるのだろうと思いますが、急いでいることもあって、いちいち経営内容

まで遡ってというか、見た中での額を決めるというのは、ちょっと難しいかもしれません

が、今後のこともありますので、提案だけさせていただきますけれども。 

それぞれの事業所の、常日頃の経営分析ができるような状況を、商工会の指導になるの

かもしれませんけれども、その辺の簡単に状況が一目で分かるような事業者が月に一度、

月末でもいいですけれども、経済というか自分の営業状態が、ちゃんとやっているところ

は、そんなものは必要ないと思いますけれども、ちゃんと分かる、どのような傾向になっ
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ているかというのが分かるような指標となるような、簡単な分析ができるような手法を何

とか取り入れられないのかなと。 そうすると、この一律とかという話が、ちゃんと実態

に即した金額に当てはまっていくのではないかなという、密かな期待を持ちながら提案を

させていただいているのですが。この件については、もし、考えがあればお伺いしたいと

思いますけれども。 

○議長（大西 智君） 若木経済部長。 

○経済部長（若木 渉君） 今、御質問ございました、その事業者の経営分析の状況でござ

います。 

なかなか、毎月というのもなかなか難しい状況で、今回、コロナウイルス感染症対策を

いろいろ考える中におきましても、商工会のほうにおいて実施しましたアンケート調査で

すとか、そういった分析の状況を勘案した中で、どこが痛手を受けているのかといったと

ころを調査した上で、これまでの施策のほうに反映させていただいてきたというところで

ございます。 

  また、今後、町としても、そういった手法によって、すぐその状況を把握できるという

ことであれば、どんどん活用はしていきたいのですが、なかなかその事業者の都合によっ

て、表に出したくないというような事業者もいるところがございますので、その辺は、情

報収集に今後も努めていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 分かりました。次の質問に移ります。 

  札幌を中心として、感染が道内に広がりを見せています。ここで、ちょっと状況が変

わったということでございます。「当町での発生はありませんが、仮に、感染者や濃厚接

触者が出たとき」というふうに通告をさせていただいておりますが、今、現にそういう状

況ではありませんので、感染者や濃厚接触者が出たという前提の基で、この通告とは違い

ますけれども、質問に替えさせていただきたいと思いますが。行政としての対応の準備、

マニュアルができているかどうか。風評被害や誹謗中傷が起きない対策も考えているのか

ということの質問でございますが。昨日の一般質問の中でもマニュアル等が、それぞれの

対象といいますか、できているという答弁は頂いておりますので、二重になるかもしれま

せんけれども、そのマニュアルができているかどうかということと、逆に、実際に発生を

見たわけでございますので、差し障りがない範囲で結構でございますので、特に教育の部

分や関連団体とか等に、どういう形で周知をして対応したかも、実際の行動として、もし、

お示しできるのであれば、お聞かせを頂きたいなというふうに思います。 

○議長（大西 智君） 金子健康福祉センター長。 

○健康福祉センター長（金子信之君） ただいまの御質問について、お答えをいたします。 

  議員におっしゃっていただきましたとおり、この通告を頂いた形の状況から変わってお

ります。そうした中で、現実問題として起きています。教育関係ですとか団体等に対して、

どういったという部分なのですけれども、基本的にこの新型コロナウイルス感染症に関し
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ましては、その情報の公開につきましては、法律で定められたものがございます。基本的

に、保健所を有している自治体であれば、その情報を公開する項目等々の把握はできると

ころでございます。 

しかし、私どもの町は保健所を有していない自治体ということでございまして、北海道

から公表される情報のみが町として把握できる状況となります。それで、先ほどの濃厚接

触者という部分ですけれども、そこの部分の扱いにつきましても、同じ状況となっており

ます。 

それで、行政としての対応準備、マニュアルという部分でございます。マニュアルにつ

きましては、「洞爺湖町新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」というものを作成し

ておりまして、こちらに平常時の今までの対応。それと、今回、今、お話がありました感

染者が発生した場合の対応ということで、今、こちらの対応に沿いまして、動かしていた

だいているというところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 改めまして、今回の状況につきましては、病院または室蘭保健

所と連携を取りまして、陽性者または濃厚接触者と、またＰＣＲ検査をどこまでするのか、

そういった情報も踏まえて、情報収集をして連携しております。 

また、学校等につきましては、まずは、保護者からの連絡で、まず、第一段階の対応を

させていただいております。公開できる情報の枠の中ではございますけれども、学校に対

しても教育委員会を通じて、必要な情報共有を図りながら、学校としての必要な対策を今

現在、実施しているところでございます。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今、議員のほうから御質問がございました件なのですけれども、

まず、風評被害とか誹謗中傷の件の視点で答弁させていただきますけれども。これの対応

につきましては、これから冬期休業日、それから年末年始を迎えるに当たりまして、感染

症対策への協力をお願いとした手洗い、それから咳エチケットの徹底につきまして、これ

につきましては、パンフレットを配布して感染予防に努めていただくようお知らせをして

ございます。 

  また、誹謗中傷の対応につきましては、新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見

の防止に向けた感染した人の症状をある人を責めるのではなくて、思いやれる気持ちを

持って、児童・生徒皆さんで持ち、不登校やいじめなど起こることなく、安心・安全な学

校生活を送ることができますよう各小中学校宛てに児童・生徒にいま一度、感染症に関す

る差別や偏見がないよう、指導などに取り組む徹底について依頼をしている、そういうよ

うな状況でございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 誹謗中傷のほうは、これから行こうと思っていたのですが、とり
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あえず、今回の発生の件については、病院内ということであったことから、割と正確な情

報が伝わってきたのではないか。センター長が言うように、私は、個人名、言えないもの

まで教えてほしいという意味合いで言ったつもりはございませんので、与えられた情報の

中で、いかに対応していくかということの中での準備ということで質問させていただいて

おりました。 

  やはり、正しい情報がないと、住民の人たちの正しい行動、注意意識にもつながらない

ということがありますので、やはり、伝えられる限度はありますが、しっかり情報として

伝えないと、個人個人の対応もできなくなるということもありますので、今回、そういう

意味では、病院のほうでいろいろな情報を流していただいたので、割と皆さん、スムーズ

という言い方が合っているかどうか分かりませんが、うまくいってきたのかなというふう

に思っています。 

  この風評被害、誹謗中傷ということでございますけれども、みんな言うなれば、今回、

感染された方も被害者であるわけで、誰もがなり得るということの観点から、この辺は誹

謗中傷云々というのは、その良心に訴えるといいますか、啓蒙するとかという形の範囲で

しかできないのかもしれませんけれども、たまたま、昨日、全員協議会でも出された「町

民の皆様へ」という町長の文章の中の最後にも、「誹謗中傷のないように、相手を思いや

る」というこの文章がしっかり書かれていました。こういうことの対応が、やはり大事な

のだろうなというふうに思います。 

  この辺のことも踏まえて、町長に、今、実際に感染が発生して、大変な状況がこれから

の状況によっていろいろなことがあるのかもしれませんけれども、その感染の対策も含め

て、この総括して、ひとつまとめのお答えみたいなものを頂けたら幸いなのですが。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回、残念なことに私どもの町から新型コロナウイルス感染者が出

たということでございまして、こちらのほうにつきましては、本当に非常に残念なことで

ありますけれども、出てしまった以上は、やはりしっかり対応していかなければならない

と、そんなことで、今朝も、病院の院長先生と何か困っていることはないですか、町でお

手伝いできることはありませんかという連絡調整はさせていただいております。合わせて、

そこに勤務する近隣の町村の方々の首長のところには、大変御迷惑をかけているけれど、

何とかよろしくお願いしますという一報は入れさせていただいております。 

  加えて、胆振総合振興局長のほうにも、お願いという形で報告を入れさせていただいて

おります。振興局のほうでは、保健所と協議して、振興局の職員を何名か、今日は当院の

ほうへ出向かせて、お手伝いをさせるという話も聞いております。 

また、病院で、今、不足している、例えば手袋、あるいは防寒といいましょうか、こう

いうものについては、私どもも心配して、担当のほうから病院と確認していただいており

ます。もう病院のほうでは、既に、各病院の応援ですとか、あるいは北海道、あるいは保

健所のほうから十分、今、対応できるものがそろっていると。ただ、それの仕分けだとか
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ということで、今、ちょっと時間がかかっているというふうなお話を聞いております。 

また、この問題が出たときに、当町で、６団体で、いわゆる当町から感染者を出さない

という防止宣言をさせていただきました。その６団体につきましては、残念ながら、当町

からこのようなことになったけれども、いま一度、会員の皆さま方にしっかりした対策を

お願いいたしますということを確認させていただいて、各団体の長の皆様、それぞれ今、

動いていただいている状況にございます。 

とにもかくにも、一刻も早く、やはりこの感染拡大をしっかり塞がなければならないな、

まずはそれに集中しなければならない。それに関連する感染した方の御家族には小学生の

方、あるいは小さいお子さんもいらっしゃるというふうに考えられますので、そこら辺は

教育委員会のほうと十分対応をさせていただいております。また、これだけ感染者が増え

てきましたので、後ほど、また公共施設の運営等々についても、しかるべきときにしっか

り対策を講じてまいりたいというふうに思っております。 

とにかく、今、私ども全町職員、今日も対策本部会議を朝、開かせていただきましたけ

れども、それぞれの所管するところで、何ができるかをいま一度確認しながら、皆さんと

一緒に感染防止拡大に努めてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員、１件目はこれで終わりになりますか。 

○６番（五十嵐篤雄君） はい。 

○議長（大西 智君） それであれば、ここで昼食休憩といたします。 

  再開を午後１時といたします。 

 

                               （午前１１時５６分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 １時００分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

  五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） それでは、２項目めの質問に移ります。 

共同電算システムの利用についての質問でございます。 

私も、広域連合の議員として議会に出させていただいておりまして、着々と洞爺湖町が電

算化の移行に向けて対応といいますか、処理を進めているということは聞いておりました。 

それとまた同時に、総務の常任委員会でも、その経過について一度説明を受けております

ので、概要については存じ上げているつもりではございますけれども、私も、かつてから共

同電算に一刻も早く加入して、将来いろいろなシステム変更に個別に、一自治体として対応

しなくても済むように、トータルとしてコストが安くなるのではないかということで、提案

させていただいた経緯もありますが。かつては、その現行システムの期限だとか、切り替え
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たばかりだとかというようなことがあって、なかなか共同電算に一緒に乗れない部分があり

ましたけれども、今回こうやって移行を目指して進んでいるということで、大変将来に向け

ていい形になってきたなというふうには思ってはおりますけれども、そういう意味では、逆

に言うと、概要は分かっていますので、ちょっと細かい部分を確認させていただく、教えて

いただくというような質問になろうかと思いますけれども、順次、伺っていきたいと思いま

す。 

電算処理を広域連合に移行するに当たり、令和４年１月になった理由。それから、初期費

用額、年間費用額の見込み。それから、現行システムを利用するより、多分、コスト削減に

なると思いますけれども、どうなのか。それから、この移行に際して、職員等の研修の必要

性があるのかどうか。この件について、まず、最初にお伺いをいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 電算移行時期を令和４年１月に設定した理由は、３点ほどござい

ます。 

  まず、１点目が、広域連合の電算システムの機器、器械のほうが令和４年１月に入れ替わ

ると。それに合わせたということで、まず１点目でございます。 

  あと、２点目は、一般的に電算システムの移行というのが、業務の関係から１月と３月と

いうのが適しているというふうに言われております。そういったこともございます。 

  あと、３点目が、１月の前後が年末年始の休暇ということで、移行の設定の時間が取れる

というようなことで、広域連合と協議の上、令和４年１月に移行するということになってお

ります。 

  ただ、財務会計システムにつきましては、予算要求時期と予算の執行時期というのが異な

ることから、令和４年10月に稼働するということで予定をしております。 

  あと、費用の関係でございますけれども、初期投資につきましては約２億2,500万円見込

んでおります。年間の保守費用が約5,800万円となっております。これまでの現状と年間の

保守費用を比較いたしますと、毎年約2,500万円程度の削減が見込まれると試算していると

ころでございます。 

  あと、移行に伴う職員の研修でございますが、本年10月以降、動作確認といったそういう

もろもろのことを合わせて、職員研修、操作研修のほうを実施してまいりたいと予定してい

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 移行のときに、職員の研修が必要だということは分かりました。当

然、システムを動かすわけですから、事前にいろいろな対応、やり方等をやらなければいけ

ませんので、準備の期間は当然、必要なのだろうなというふうに思います。 

その際、移行のメリット・デメリットということの中で、移行できないデータがあって、

手入力の業務が増えるのだというデメリットが掲げられていたと思うのですが、具体的に移
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行できないデータで手入力しなければだめだという、具体的に、ちょっと通告していません

けれども、分かりますか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 移行できないデータにつきましては、財務会計のデータが移行で

きないという形になってございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） これもちょっと仕組みをしっかり聞かないと、軽々しく言えないと

思うのですが、確かに財務のデータで、特に、予算みたいに新しく発生するものは入れなけ

ればいけないかと思いますが、今まで起きてきて、旧システムで稼働して残っているデータ

を使えるのであれば、そのままフォーマット等の変更をすれば、新しい器械に接続できると

思うのですが、これは予算か何かの財務と考えていいのでしょうか。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 財務会計システムの内容でございますけれども、予算要求の部分

の仕組みと、あとは予算執行、毎月請求書が上がってきたものの伝票を作成するシステム。

こちら、両方をもって財務会計システムというふうに言ってございますので、そちらのデー

タ移行が現在のシステムから新しいほうには移行ができないというようなことになってござ

います。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 分かりました。 

  それでは、総合行政システムという形で、ほぼ全部のシステムが新しく共同電算に移行す

るということになろうかと思いますが、その中でも、全てが移行できずに、残るものが

ひょっとしたらあるのではないかなということで、残るシステムにはどんなものがあって、

主なものでもいいのですけれども、その残ってしまう理由が分かれば、お教えいただきたい

と思います。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 移行の対象とするシステムということについては、基本的には住 

民基本台帳と連携しているものについては、全て移行対象ということで考えております。そ

れ以外、残るシステムにつきましては、上下水道料金システム、戸籍総合システムというも

のが、まずは残ると。これは、移行経費が高額で、コストの採算が取れないということで、

見送ってございます。 

  そのほか、グループウェア包括支援システム、図書管理システム、地図情報システムと

いったものが、広域連合の共同電算システムのほうで扱っていないということで、現状のま

ま使用するということにしてございます。 

  また、このほかに、当町には、文書管理システムという電子決済機能を有したシステムが



 

－90－ 

ございます。こちらも、共同電算システムへ移行する協議の段階では、扱っていなかったと

いうことで、こちらも現状のまま利用するということで考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 全部が移行できないということがありました。その中で、確かに上

下水道料金システムは移行しないという理由が、ちょっと高額になるということだそうです

が、では、今までどおりのシステムをそのまま動かして、上下水についてはやるということ

です。それと、この共同電算システムの中では、コンビニで交付してくれるシステムがつな

げれば可能だと思いますけれども、この辺の検討はされたのかどうか、お伺いしたいと思い

ますが。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） コンビニ交付システムについては、広域連合のほうで３市のほう

で稼働しているかと認識してございます。 

  まず、当町といたしましては、今あるシステムの移行というのを先にさせていただいた後

に、必要性を含めて、使い勝手のいいものであって、町にとってメリットがあるのであれば、

導入については、また別途改めて考えていきたいというふうに考えてございます。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） コンビニを活用できるというのは、休日でも住民票とかの発行とか

という話になるのだと思いますけれども、大変便利なことかもしれませんが、比較的大きな

都市というか、コンビニの数が多くある所でないと、活用してもどうかなというところもあ

りますけれども。従来のシステムが移行後に再度検討するということで、そのときにまた検

討していただければと思っています。 

  それから、財務会計の話が先ほど出ましたけれども、これがすぐには動かなくて、遅れて

つながるということで理解をさせていただきます。 

  そうしたら、それを踏まえて、３番目の質問に移りますけれども、共同電算システムの加

入を契機に、庁舎内の仕事の仕方を考える絶好の機会と思われます。登別市が独自に決裁シ

ステムの新規導入を申請しておりまして、この際、当町も将来を見据えて、導入を考えたら

どうかという質問なのですけれども。 

ちょっと大げさといいますか、たかが電算システムでと思われるかもしれませんけれども、

こういう機構改革だとか、仕事の見直しだとかというときに、一般企業なんかがよく使う手

法なのですが、電算システムの変更だとか移行に合わせて、仕事の進め方、やり方を見直し

て、変えていくというようなことがあるのですが、これは町長のお考えになるかもしれませ

んけれども、その辺また考えて移行する場面を利用して、その辺も考えられているのかとい

うのを聞きたかったということと、今、別に私、判こが要らなくなるとは思いませんが、判

こは判この意味があると思いますが、特に、決裁システムを登別市が導入を考えているとい

うことで、これからいろいろな意味でこの決裁のシステムをせっかく移行するのであれば、
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同時に導入したらどうかというふうに、実は、通告をさせてもらったのですが。 

先ほど、高橋課長のほうから現行のシステムで決裁システムをそのまま生かすのだという

話があったので、今すぐにならないかもしれませんけれども、多分、この共同電算システム

の仕組みの中では、財務システムが入ると、付随してその財務システムの中に決裁のシステ

ムも多分入れれば、決裁と同時に伝票発行や、いろいろな支払いにつながっていく仕組みに

なっていくと思うので、財務会計が入らないとちょっと難しいようですので、財務会計が入

ると、その時期でもいいですし、その後でもいいのですが、将来的には、必ずこれを入れて

いったほうが仕事のやり方、それから、決裁を早くして、いろいろな経理処理等も含めて、

作業効率を上げていくためには、必要なシステムかなというふうに思っておりますので、提

案させていただいたのですが、その辺の考え方があればお伺いいたします。 

○議長（大西 智君） 高橋総務課長。 

○総務課長（高橋謙介君） 登別市のほうが、このたび、電子決裁システムを導入したという

ことで聞いてございます。市のほうは、テレワーク、ペーパーレス化、意志決定の迅速化と

かといった部分の効果を期待して、広域連合の共同電算システムで運用しております財務会

計システムの電子決裁化という形で導入したというふうに聞いてございます。 

  当町においても、先ほどから説明してございますが、文書管理システムという中で、通常

の一般文書の起案・立案等は行っているところですけれども、電子決裁システムが出力され

る伝票の決裁は、紙での決裁というような形で運用しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 今、今回の電算システムの移行に合わせまして、町の機構改革等を

進めたらどうかというお話かと思います。それにより、様々な効率化が図られ、また事務事

業の充実するのではないかというお話かと思いますけれども。 

私ども、今回の移行につきましては、現在、町として持っているシステムの移行が主でご

ざいます。新たな別のシステムを導入するということではございませんので、これに限って、

これを要因として機構改革というのは、今の段階では考えていない。ただ、ほかの様々な要

因等もありますから、当然、機構改革も念頭に入れながら考えていきたいと思っております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） ちょっと無理な質問だったのかもしれません。確かに電算の現行の

仕組みを別な処理形態に変えるだけというような話ですから、機構改革だとか、そういう大

きなものまでに発展させるのは、ちょっと無理があったのかなというふうに、実は、思って

いるところでもありますけれども。考え方によったら、そういうふうに使うこともできます

よという余分な提案をしてしまったような気がしないわけでもありません。 

あと、課長が言われたように、財務会計が充実した上で、文書だけの決裁だと、それで決

裁で終わってしまいますので、次の作業につながっていかないということがありますので、

やはり、財務会計の中で決裁の仕組みも入れていかないと、効率化やその内部処理の迅速化



 

－92－ 

にはつながっていかないのだろうというふうに思いますので、ぜひ、財務会計が入るときに

は、検討していただきたいなというふうに思っております。 

最後に、町長から一言、使おうかなと思っていらっしゃるのでしたら、ぜひ言っていただ

きたいと思いますけれども。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま国のほうがデジタル化ということで、今回の首相は、相当力

を入れているようでございます。そんな中、私どもも事務の効率化になるのであれば、それ

はそれで検討の材料となるのだというふうに思っておりますので、今後、十分検討してまい

りたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 五十嵐議員。 

○６番（五十嵐篤雄君） 以上で、質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（大西 智君） これで、６番、五十嵐議員の質問を終わります。 

  次に、11番、板垣議員の質問を許します。 

  11番、板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 11番、板垣でございます。 

通告順に従って、一般質問をさせていただきますが、まずもって、ここに、昨日、今日と

登壇された一般質問者の方々が皆さん言っておられましたとおり、残念ながら当町において

新型コロナウイルスの陽性者が出てきたということで、それもいきなりクラスターというこ

とで、本当に大変な状況になってきているなと。市中感染はどうか分かりませんが、それも

可能性があるということで思いますので、まず、陽性になられた患者の皆様に、まず早く元

気になってもらいたいという一言と、また、本当に感染拡大がしないように、議会も町も含

めて、ここにいる人方も含めて全員、また、町長が昨日、メッセージを出していただきまし

たけれども、そのようにこの数日間は、本当に真剣に気をつけていかなければならないなと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

  また、議会運営に協力して、端的に質問して、答弁のほうも端的に、また、完結がよくい

い答弁が得られるようによろしくお願いしたいと思います。 

  まず、一つ、私は昨日、町長の名前で出た感染の関係のやつですね、私は一番最後の部分

で、この言葉が非常に大事だと。先ほど、６番議員も言っていましたけれども、これを

ちょっと読み上げます。「感染者やその御家族の方々、さらには、医療従事者の方々に対す

る差別や偏見、誹謗中傷は決して許されません。」と、本当にこの「許されません」という

大きなメッセージがすごく、私は感動いたしました。また、「新型コロナウイルス感染症は、

誰もが感染しうる病気です。同じ町民同士、相手を思いやる気持ちを持って、冷静に行動す

るようお願い申し上げます。」と、本当に短い文章なのですけれど、これにひどく私は感動

しましたし、こういうことが町長自ら職員の方々も、このとおり私たち議会側もこのとおり

やっていきたいと思いますので、また、いろいろな話を皆さん立場立場で聞くと思いますけ

れども、町長のこのメッセージを忘れないでお話していただきたいなと思います。 



 

－93－ 

  それでは、質問に入ります。 

  まず、最初に、新型コロナウイルス感染症対策についてということで、最初に、感染拡大

が続いている町が関係している行事などの予定をお聞きしますということで、これからの年

末年始、また来年に向けて大まかな行事等があります。昨日の報道だと、例えば、札幌の雪

まつりが中止になったとか、本当にあの辺がなってくると、きっともっとそれに右倣えのよ

うな感じで、いろいろなものがなくなるのではないかなというような気がしているのです、

私は個人的に。 

それで、うちの町として、町が主催も、出るのも、いろいろな関係があると思いますけれ

ども、関係するものの予定というか、要するに、中止だとか延期も含めて、ちょっとお聞き

したいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 町内の開催行事につきましては、年末年始の状況で、出初め式、

歳末特別警戒、老人クラブ新年交流会、地域食堂など、関係機関や団体の実施する事業も含

めて、中止の決定がされております。また、来年１月10日の成人式につきましては、中止で

はなく延期の方向で、現在調整を進めております。 

また、町内での感染発生及び北海道内の感染拡大の状況を踏まえまして、町内の公共施設

の一部を休止することとしてございます。休止する施設につきましては、町内の集会所、ト

レーニング室・体育館などの体育施設、また、ふるさと交流センター、総合センター、虻田

ふれあいセンターなどの会議・集会施設となってございます。なお、こちらの施設の詳細に

つきましては、本日、明日以降で、町民回覧、または新聞折り込みにおいて、こちらの休止

施設の案内をさせていただくこととしております。なお、休止の期間につきましては、12月

12日、明日から25日金曜日までの２週間を休止とすることとして、町民向けの案内を発出す

ることとなってございます。 

また、令和３年度以降の行事でございます。次年度以降のイベント・行事に関しましては、

地域振興や経済活性化の観点からも、現段階で中止を決定しているものはなく、令和３年度

の当初予算においても予算措置をすることとしております。洞爺湖マラソンにつきましては、

開催が５月であり、例年２月から参加申込を受け付けているため、今後の実行委員会との協

議とはなりますけれども、新たな手法も取り入れた開催ができないか、現在、開催方法の検

討をしているところでございます。 

令和３年度以降につきましては、現在の感染状況の波が繰り返し、感染拡大が継続するよ

うな状況下では、開催について検討しなければなりませんけれども、感染症ワクチン接種等

も含め、感染対策や感染状況により、関係団体や実行委員会と協議の上、判断していくこと

としております。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 分かりやすい答弁、ありがとうございます。基本的には、年末年始

で町が関係しているもの、全部やらないというふうに理解して、成人式に関しては延期と、
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いつまで延期とかは、まだ決まっていないと思いますけれども、そういう理解でいいですね、

分かりました。明日、町内回覧とか出るということなので、これは町民の方も結構気にして

いますので、分かりやすい言葉できちんと通知していただければと思います。 

  次に、行きます。 

  次、観光業、観光とか宿泊とか飲食等を中心に、新型コロナウイルス感染症の影響で、疲

弊し続けています。町として、新たな支援が必要と思うが、町の考えはということなのです

けれども、先ほども、同じ質問が６番議員からも出ました。また、副町長のほうからは、前

向きに答弁という話がありましたが、本当に今、２月から始まったこの新型コロナウイルス

感染症の関係で３月、４月、５月、６月、ずうっと続いているわけです。秋口、ＧｏＴｏ

キャンペーンとか動き出してから、９月、10月は少しいいかなという感じ、このまま行けば

なと思っていたときに、こういう事態になって、皆さん御承知のとおりとなっております。

こういった中、本当に今、私が言った観光、宿泊、ほかの業種ももちろんそうですけれども、

観光、宿泊、飲食というのは、本当に大変な場面を迎えております。 

  中でも、例えば、今日、先ほど答弁ありました、昨日の議員協議会でもお話しありました

けれども、飲食店、要するにスナック系、「飲」の部分に30件ほどの補正を組んでいただき

まして、本当にありがたい、私は英断だと思います。本当に、この業種というのは、始めか

ら、今もそうですけれども、国も道もマスコミも悪者扱いです。基本的に、行ってはだめよ

と。行ったら、クラスターになる。恐らく、ここも何十日といいますけれども、この一、二

ヶ月でスナックでカラオケを歌ったという方、恐らくいないと思います。いつもだったら、

忘年会を２回ぐらいやっていたり、12月の今ですから、結構いい感じで、昨日皆さん、ボー

ナスが出たと思いますけれども、昨日、今日辺りは絶対行くぞというような格好だったはず

なのですけれども、基本的に全部ゼロです。年末年始も、例えば、来年新年会を今から予定

している若手の職員が幹事になってやるのも、恐らくというか、絶対にゼロだと思います。 

その中で、本当にその今の、先ほども英断と言ったのですけれども、その中でずっと苦労

をされて、持続化給付金をもらっても、また町からの10万円の交付金を頂いても、また借金

をしても、無利息の融資を受けてやっていて、そんな中で、どんどんきつくなっていく。ま

してや、本当は12月の今時期は、例えばスナックだったら、２次会だとかなんとかと、必ず

皆さん行くわけです。正直、12月、１月というのは、本当に忘年・新年会で結構、１年中の

中で一番の稼ぎ時と、商売で言うと、そういう時期なのですけれども、それもゼロだと。 

  そういう中で、こういう町の支援があるということは、本当に皆さん励みにもなると思い

ますし、また頑張れるかなというようなお話もあると聞いております。そういった中で、ほ

かの、例えば「飲」もそうですけれども、ほかの業種も恐らく年末年始、ＧｏＴｏキャン

ペーンというのは、一時中止になると、何かそのような話もちらちら聞きますけれども、そ

うなってきたら、ますます宿泊も、観光業と言われるところは本当に大変な状態。そういう

中で、先ほどもありましたけれども、国からの新たな３次補正、当初よりも結構上回って、

1.5兆円ぐらい繰入れを要するのではないかということで、そういうお話があります。そう
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いった中で、恐らく何かしらの町に対しての支援が国からあると思いますけれども、その辺

を今からメニュー立てというか、要するに、金額が決まってからそれを置くのではなくて、

今から用意をしておいて、それで、早急にすぐ支援できるような体制づくりというか、そう

いうものが必要でないかと思うのですけれども、その辺、町の考えはいかがですか。 

○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 飲食店の「飲」の部分、本当にスナック・バー等におきましては、

本当に感染当初から、なかなか足が運ばれないような状況が続いてございました。 

特に、札幌、すすきのを中心に、クラスターが相次いで発生したという。そこでは、夜の

飲食の部分ということで、どうしても、議員もおっしゃられましたように、本当に印象が非

常に悪くなってしまって、さらにこの経営状況がますます悪くなったのかなというふうに

思っております。 

そういう中で、町としまして、今できる範囲の助成をさせていただくということでござい

ます。今のところ、それについては、町の単独費という状況で考えているところでございま

す。今、議員からおっしゃられましたように、３次補正、19兆円のうち、大体１億5,000万

円ぐらいが地方創生臨時交付金に回るというようなお話も聞いてございます。それが、どの

ような形で、それぞれの自治体に配分されるかというのは、まだ当然、定かではございませ

ん。一番最初の一次補正のときは、私ども、１兆円のうち、町に8,300万円ほど交付をいた

だきました。それが、その当時の計算で同じように1.5倍というふうになるのかなと、感染

状況が全然違いますので、それも定かではないなと思ってございます。 

いずれにしましても、やはり、町内では、飲食の「飲」だけではなくて、飲食業全般、ま

た観光業全般、その他事業にも、これだけ影響が長期化してきていますと、ますます大きな

損失等、経営が苦しくなっていくという状況になろうかと思いますので、町としましても、

その国の交付金を当然、予定することも必要でございますが、それでなくても、できる範囲

の支援というのは、考えなければいけないだろうなと思ってございます。その辺につきまし

ては、今後、議会が終わりましてから早急に検討を始めさせていただければなと思っている

ところでございます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） ぜひ、検討していただいて、私は本当に思っているのです、当町は、

今まで本当に手厚い支援をそれぞれ考えてきたと思います。今回の「飲」の部分もそうです

けれども、その前の始めから４月、５月、６月とずっとそういう形の中で、いろいろな事業

者支援をやっていただいております。これは、ほかの町にも、近隣の市町には負けないぐら

いの支援をやっているなと個人的には思っておりますし、また、そう言われる方も事業者も

います。 

  だから、その中で、またこういう話をしたら、またやるのですかというのではなくて、ぜ

ひ、要するに、普通になれば、コロナが去るまでしばらくかかるかもしれないけれども、そ

れにしても、来年度、大丈夫なワクチンなんかもいろいろ出てきて、少しずつまともになっ
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てきたら、もうあっという間に跳ね返せるだけの事業者がたくさんいます、ホテル関係も含

めて。そういう中で、今が一番大事なので。観光を中心としたというような話も昔ありまし

たし、今、ツインタワーという話もあるけれども、本当にそのタワーの１本が倒れてしまっ

たら、もう、うちの町としても本当に町ごと倒れてしまうのではないかと思いますので、そ

の辺の支援は、必ず考えていただいて、よろしくお願いしたいと思います。 

  また、もう一つ。そのために、その支援というか、国からの臨時交付金をもらうに当たっ

て、５月、６月もそうでしたけれども、町長みずから、やはり国とかに働きかけてやってお

りました。議会側も応援できることは、たくさん応援しましたし、今回も、やはり町長すぐ

に、やはりこの議会が終わってからでいいので、この話が出ていると、うちの町は、ほかの

町とちょっと比率が違うと。そういう部分で、この臨時交付金の関係で少しという気持ちが

絶対あると思いますけれども、その辺の感想というか、その辺の意気込みは、町長みずから、

どういうふうに思っているのかお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） これまで、国会議員の先生方、そして道議会議員の先生方、それぞれ、

選出議員の皆様に、それなりにお願いをしてきたつもりでございます。特に、国から来ると

きには、一つルールがあるのだと、よくお話を聞きますけれども、そのルールを度外視して、

財政力の弱い町村、そして、地域に北海道、あるいは国に貢献している地域、こちらのほう

はしっかり国のほうも手当てをしてほしいという要望をさせていただいておりました。その

気持ちは、今も変わりありませんので、今回の三次交付金が出るということも決定している

ようでございます。 

  ただ、内容等については、まだ詳細について詰めなければならないというふうにも聞いて

おりますので、なるべく早い時期にまた要望活動を続けてまいりたい。ただ、今現在は、こ

の町内のコロナ禍がありますので、ある一定のめどがついたら、また要望してまいりたいと

いうふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） そのとおりやっていただきたいと思いますし、本当に先ほど、必ず

何か支援がどうのこうのなったときには、必ず財政がという話になります。その財政の中で、

少しでも、例えば、国からのその臨時交付金が少しでも多かったら、その分、いろいろな町

民の支援にも回すこともできますので、ぜひ、思い切った態度でやっていただきたいと思い

ます。 

  次、３番に移ります。（３）です。 

  感染が続く中、民間施設（ホテル・飲食店など）に発熱（37.5度以上）の方が、例えば、

店に入る、ホテルに入る前に、確認されたときに、マニュアルを町として作成すべきと思う

が、町の考えはというような質問でございますが、これ、フルーツアートとか、町で今、出

していただいているこんなものがあります。協会病院からも、こういうようなものが来てい

ますけれども。 
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私が言いたいのは、例えば、飲食店なんかで、ホテルなんかは結構部屋があったりして、

いろいろ対応できると思いますけれども、飲食店、例えば、お客さんが来ました。五、六人

で来ました。１人ずつ熱を測りました。４人はいいけれども、１人だけちょっと熱があった

と。そういう場合、では、その店の人はどうしたらいいのかと。これを見て、こういうもの

を見ながら、こうしなさい、ああしなさいということは、なかなかならないと思うので、こ

ちらもうつりたくないし。そうすると、そのお客さんに対して、すみません、１回店を出て

くださいという話になりますよね。それで、ぽっと渡して、本人に渡して、本人が本人の判

断で、また車に乗ってきたとか、歩いてきたという部分で対処が違うので、まず、車がない

のだったら、ここに連絡してくださいとか、書いたもの、一つの印刷されたものを本人に渡

して、本人が判断できるようなものがいいのではないかなと思うのです。そういうフロー

チャート的なものでもいいですし、一番分かりやすい、どこに電話をすればいいのか、自分

はどうしたらいいのかということを、そのお客さん自体が判断できるようなもの。例えば、

では、タクシーを呼んでというのも、それも大変なことになりますし、だから、その辺が、

特に昼間だったらまだいろいろな連絡先もあるかもしれませんけれども、夜の場合もありま

すので、その本人に渡して、本人がとにかく電話番号、電話を書いている、例えば、何とか

センターに連絡してくださいとあって、電話も何も書いてなかったら、分かりませんし、そ

の辺のことを、例えば、各事業者に配布するとかということで、町でマニュアルを作って、

それを町の店に渡す。今できているもの、これは、どちらかというと、事業者の人が何か判

断をしなければいけないというような格好になっていますので。本人判断のものも必要では

ないかと、私は思うのですけれども、その辺の考え方はいかがですか。 

○議長（大西 智君） 田仁観光振興課長。 

○観光振興課長（田仁孝志君） 観光施設におけます新型コロナウイルス感染症対応マニュア

ルは、７月に作成しまして、各施設のほうへ周知してございます。また、宿泊施設におけま

す新型コロナウイルス感染症の対応マニュアルにつきましても、観光協会のほうから各施設

へ周知しているところでございますが、現在のような感染状況の変化、それから、医療体制

の変化にも伴いながら、マニュアルの変更も見直しが必要になっているのも現状でございま

す。 

  このたび、今、議員がおっしゃっていただきましたフローチャートを健康福祉センターと

連携をしながら作成はさせていただいたところではございますけれども、各施設等に周知す

るというものでは作ってございますが、では、お客様一人一人が、ではどのようにしていく

かというところは、これからまた早急に作成していきたいなというふうには考えております。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） そうやって作成していただければ、完璧なものというのは、なかな

かないと思うのですけれども、本当に分かりやすく、字も、これでしたら夜だったら、これ

だと全然見えないです、薄暗いところだと。だから、カラーにするとか、文字を太くすると

か、こう見やすく。あなたは、こちらに連絡してくださいという、本人がすぐ自分の立場で
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分かるようにしたものを、ぜひ作っていただきたいと思います。作るという話なので、それ

以上の再質問はしません。 

  次、２番目。住民サービスについてということで、今回、町から発信される情報が、今、

大変多いです。その中で、理解できない町民の人も結構おります。そういうことから、例え

ば、過去に作ったことはありますけれども、便利帳的なものを作るべきだと思うのです。そ

れはなぜかというと、町で今、いろいろな情報、いろいろなことが、コロナのこともそうで

すけれども、錯綜しています。 

それで、コロナに集中したことではなくて、普通の町の対応、町民に対しての住民サービ

スだとか、そういうものが、一つのものになっているような便利帳というのは、必要なのか

なと。それも、早急にささっと作るようなものではなくて、時間をかけて、じっくりやって

いただいて結構だと思います。それも、これは私の勝手な案ですけれども、それも過去に

作ったものは本みたいになっていたのだけれども、差替えきるようなものにして。例えば、

町から出すときは、便利帳２とか３とか、５とか10とかと書いて、それを差し替えしてくだ

さいとすぐ分かるようなもので、ファイル式なものがいいのではないかなと私は思っていま

す。まず、その便利帳についての考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 町民向けの便利帳につきましては、旧虻田町で「暮らしのガイド」

として、平成12年12月に作成し、また、合併時の平成18年には、洞爺湖町として「暮らしの

ガイドブック」を発行し、町内全世帯へ配布したところでございます。 

現在では、転入者向けのガイドブックや子育て・高齢者向けの支援事業のガイドブックな

ど、目的別の案内をしておりますけれども、全体を取りまとめたガイドブックは、前回発行

から14年が経過していることから、改訂版の発行に向けて調整してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） そのとおり、改訂版ということで、分かりやすく。ただ、本当に早

急に作ると、やはり、あれもこれもとなると思いますので、じっくり時間をかけていいもの

を作っていただきたいと思います。 

  では、次に行きます。 

  行政手続についてということで、国において、行革担当大臣が推進している押印廃止につ

いて、町としての影響とか見解を伺いますということで、国において、行革担当大臣が今回、

推し進めている押印廃止ということで、言われているとおり、押印廃止について言われれば、

約99％の中央省庁の行政手続、文書押印が実際に廃止された場合、我が町の行政文書におい

て、何と何が連動して廃止できるのかと判断をすると。だから、今からその廃止対象リスク

の洗い出しとか、今から積極的にリストアップして、これとこれはもうあれだよね、必要な

いよねというようなことを、今から準備して、国からの通達があったときに、すぐできるよ

うな、それも住民サービスにつながっていくでのはないかと思いますけれども、その辺の考
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え方はいかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 押印の廃止に関しましては、地方公共団体における書面規制、押

印対面規制の見直しについての通知により、地方公共団体における取組といたしまして、国

の法令等に基づいて、地方公共団体が実施する手続及び地方公共団体が独自に実施する手続

の見直しを行う技術的助言がされているところでございまして、町といたしましても、この

方針に基づき、実施していくこととしております。 

  現在、当町では、文書管理システムにおいて、電子決裁を既に導入しているほか、公印に

ついても、定めのないものについては、省略をしており、一部事務に関しては、簡素化や合

理化を既に実施しているところでございます。国の法令に基づく手続に関しましては、2021

年の通常国会において、関連法として一括改正されることとなっておりまして、その改正ガ

イドライン等により、示された内容によりまして、町といたしましても、事務の簡素化、ま

た申請手続の簡素化による住民の利便性の向上につながる内容については、町としても見直

していきたいと考えております。 

その前段となります、どういった申請書類が、そういった簡素化できる書類になるのかと

いうのは、この後、移行時に速やかに移行できるように十分調査しておきたいと考えており

ます。 

○議長（大西 智君） 板垣議員。 

○１１番（板垣正人君） 今、部長の答弁で、もう納得しました。そのとおり、今から、コロ

ナ禍で大変忙しい中、大変本当に忙しいと思うのですけれども、あれもこれもと本当に嫌だ

なと、大変だなとそういう状況は分かっております。でも、そういった中でも、やっていか

なければいけないことが一つ一つあるので、頑張っていただきたいと思いますし、また、こ

れからうちの町も、当町もコロナ関係がどうなっていくか、なかなか分からない、つかめな

いところもありますし、そういった中、様子を見ながらというか、きっちり前に進んで行け

るような行政サービスをしていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○議長（大西 智君） これで、11番、板垣議員の質問を終わります。 

  ここで、休憩といたします。再開を午後２時といたします。 

                               （午後 １時４５分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） それでは、再開をいたします。 

                                （午後 ２時００分） 

────────────────────────────────────────── 

○議長（大西 智君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

次に、１番、越前谷議員の質問を許します。 

  １番、越前谷議員。 
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○１番（越前谷邦夫君） １番、越前谷でございます。 

  ただいまから通告いたしました案件について、一般質問させていただきます。 

  本題に入る前に、洞爺湖町におきましても、新型コロナウイルス感染症の感染者が出たと

いうことでございます。そういった方々が、１日も早く回復されるよう御祈念申し上げる次

第であります。 

特に、この会場で、意思統一を図らなければいけないのは、一つあるのではないか。それ

は、中傷誹謗、偏見、これは絶対にあってはならないという環境を整えることが重要であり

ます。 

したがって、今日、この会場にいる方々が、洞察力でそういった環境にならないようお互

いに、英知を出し合っていかなければならないだろうと思うわけであります。 

さて、通告いたしました案件について質問させていただきます。 

まず、最初は、令和３年度の洞爺湖町の予算編成について伺いを申し上げたいなと思いま

す。 

コロナ禍においての予算編成になるわけでありますから、従来の予算編成とは若干違って

くるのではないかなと、自分はそういう見解を持っているわけでありますが。今年度の、

2020年度の流行語は、何と言っても「３密」であります。この「３密」に決定いたしまして

からも、新型コロナウイルス感染症に対する奮闘を、日々、住民の方々も一生懸命に努力を

してきたところであります。 

ところが、北海道の「新北海道スタイル」、「新北海道スタイル」。これの認識をされて

いない方々というのは、２％いるということであります。全く、分からないという人が。私

どもは、何と言っても、こういう「新北海道スタイル」ということで、感染症防止対策に全

力をそれぞれが出し合っているところでありますが、中には、今、申し上げたように、「新

北海道スタイル」なんて分からない。あるいは、また、「３密」も分からないという、そう

いう人もいるようでありますから、そういったことの認識を深めながら、我々がどういう行

動を取るべきなのかといことを、しっかりとやはり認識を深めて、取り組んでいかなければ

ならないだろうと思うわけであります。 

それで、重点項目であるわけでありますが、重点項目においては、当然、今、この広域行

政の一環として、西胆振の「生涯活躍のまち」構想推進協議会、移住・定住そういったもの

を西胆振のホームページに載せているということであります。今、新型コロナウイルス感染

症が発症することによって、地方への移住者の希望も増えてきていると。それから、当然な

ことに、この高齢者の方々の地方への移住を希望する方々も出てきているということであり

ます。そういったことをしっかりと行政はとらまえて、予算編成の中にある程度の盛り込み

も必要ではないのかなと思います。 

冒頭、申し上げるのを割愛したわけでありますけれど、実は、今日の一般質問では、でき

るだけ時間帯を縮小してくださるようにお願いしたいということで、先ほども千葉委員長の

ほうから耳打ちされまして、何とかそれに答えるべき努力をさせていただきますので、答弁
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のほうでも完結にお願い申し上げたいなと思います。 

こういう予算編成をするのに当たって、やはり、自治体の独自の成長戦略に向けての予算

編成になろうかと思うわけでありますが、現状を見ると、非常に経済そのものは冷え込んで

いるという状況にあるわけであります。この冷え込んでいる経済をどう建て直すのか、ある

いは、また、どうそれこそ、経済を躍進するような環境を整えていくというのが、極めて重

要であるだろうと思います。いわゆる、経済の再生に向けて、努力をしていかなければなら

ない。 

私は、当然、この国辺りも道辺りも、経済の再生、再生ということで申し上げております

が、私は一環として、経済対策というのは、感染防止対策こそが、私は経済の再生対策、経

済対策だと思っております。 

先日、菅総理は記者会見をいたしまして、新型コロナウイルス感染防止対策、そのことを

強い危機感を持ち、対応していくということで、皆さん方も御承知のとおり、総額、新型コ

ロナウイルス感染症関係を抜いた事業も入っておりますけれども、約73兆6,000億円の計上

ということであるわけであります。 

そこで、先ほどから町長の答弁やら、副町長の答弁にも触れてありますように、地方創生

臨時交付金、第三次がある程度まとまったようであります。地方創生の臨時交付金として、

１兆5,000億円、これ１兆5,000億円が今回、地方創生臨時交付金ということになったわけで

ありますから、洞爺湖町にはいかほど交付されるか分かりませんけれども、そういった展望

を踏まえた予算編成も考えていかなければならないのではないかなと思っております。 

もう一つは、この場で確認したいのは、いろいろな経済対策がこれから増えていきますが、

日本政策金融公庫による無利子であるとか、無担保融資を来年の全般まで延長するというこ

とも、明確に内閣総理大臣は会見で述べているところであります。 

それと、もう一つは、緊急の小口資金。所得減少が続いている場合の返済免除措置の延長。

これもやはり、この持続可能な企業というものを、持続させていかなければならないという

一つの方策であるだろうと思っております。 

私は、こういったことを考えて捉えてみたときに、やはり、先ほど申し上げましたように、

洞爺湖町の経済の悪化、あるいはまた、経済の悪化等によって、町税の大幅な減収。大変こ

ういった中で、厳しい予算編成をしなければならないだろうと思うわけでありますが。とに

もかくにも、こういうこの環境の中での予算編成であるわけでありますが、簡単で結構です、

ハード面の事業はどうなのか。ある程度のソフト面の事業はどうなのか。この辺を簡潔に答

弁をお願いしたいなと思います。 

○議長（大西 智君） 藤岡税務財政課長。 

○税務財政課長（藤岡孝弘君） まず、令和３年度の、新年度の予算の基本的な編成方針に

つきまして、述べさせていただきます。 

  まず、町民生活の充実を第一としまして、子育て支援の充実、町道等生活環境のインフ

ラの整備、防災・減災対策、教育環境の充実、文化芸術、スポーツ振興など、まちづくり総
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合計画に掲げております主要事業を優先に、まずは進めていくことを新年度の予算の基本方

針としているところでございます。 

  現在、各課からの予算要求に基づきまして、令和３年度、新年度予算の編成を行ってい

るところではございますが、ただいま御指摘ありましたように、歳入におきましては、新型

コロナウイルス感染症の影響によりまして、税収の先行きが不透明な状況でございます。感

染拡大の影響に伴う個人・町民税、法人の業績悪化に伴う法人・町民税の減。また、固定資

産税の評価替えによる減などにおきまして、町税全般において減収が見込まれております。  

また、地方交付税につきましても、合併算定替えの終了、令和２年度国勢調査人口の減など

が反映されまして、大幅な減収となることが確実な状況でございます。 

  その中で、また、歳出におきましては、障害者の福祉関係経費を始めとします社会保障

費の義務的経費である扶助費、これが増加傾向にあることに加えまして、老朽化が進む公共

施設内での対応のほか、新型コロナウイルス感染症対策に要する対策経費、これも引き続き

必要となることも想定されます。 

  以上、申しましたように、令和３年度は町税の一般財源収入、これが大幅に減少する極

めて厳しい財政状況の中、子育て支援、福祉や教育、防災・減災対策など、まずは町民生活

に不可欠なサービスを安定的に提供するとともに、ポストコロナ時代に対応するため、感染

拡大防止の取組、社会・経済活動の両立、こちらにつきましても、継続して図らなければな

りませんが、新型コロナウイルス感染症対策経費につきましては、現時点では、予見可能な

範囲での予算編成となりますため、当初予算編成以降につきましては、今後の感染状況等に

応じて、補正予算等により措置して対応してまいりたいと考えております。 

  それから、ハード面、ソフト面、主なものということでございますけれども、ハード面

につきましては、今、これから今議会終了後に、詳しく中身を精査していきますけれども、

現時点においては、継続事業を中心に編成するものと思っているところであります。 

○議長（大西 智君） １番、越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 昨日のマスコミ報道だったでしょうか、12月の特別交付税の交付額

が発表になりましたよね。前年対比でいけば、約260万円ほどなわけですけれども、この特

別交付税というのは言うまでもなく、12月と３月に交付されるわけであります。 

やはり、こういう新型コロナウイルス感染症の防止対策、あるいはまた、それに伴う経済

対策を進めていくのに、政府はいろいろな驚愕な予算を提示しながら、各自治体のほうにも

臨時交付金ということで行っているわけでありますが。私はもう一度、みんなで考えてみた

いのは、日本の医師会の会長が新型コロナウイルスを甘く見ないでほしいと、こう叫んでい

ます。それというのも、やはり、昨日も全員協議会の中で、いろいろな方が声を出していた

ようでありますけれども、ＰＣＲ検査というのが、我々も非常に期待するところであります。

私自身も期待しているところであります。 

ところが、感染しても無症状の方々が非常に多いと。したがって、同時に、ＰＣＲ検査

をやっていても、陰性になったと。ところが、１週間後も陰性。それで、２週間後はどう
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なのかと言ったら、陽性になると。これは、やはり、今の新型コロナウイルスの性質とい

うのは、やはり、潜伏期間が長いということなのです。したがって、陰性だからといって、

安易に喜んでいるわけにはいかないのではないかなと自分自身は思っております、自分自

身は。 

当然なことに、ＰＣＲ検査等々というのは、感染者が発生した場合には、何と言っても、

近くの保健所との、感染の出た今回のうちの場合については、医療機関等との連携をやは

り密にしながら、ＰＣＲ検査をどういった方が早く、どの程度やればいいのかというのも、

これは行政が結論出すものではなくて、保健所そのものがどういうＰＣＲ検査をしたらい

いのかということを決定をするということも、我々は認識を深めなければならないのでは

と思っております。 

このように、やはり、この新型コロナウイルスというのは、目に見えない敵との戦いで

あります。私は、常々、これは笑われても構いませんが、思っていたことを紹介したいな

と思うのですが。 

この新型コロナウイルスというのは、いわゆるこの経済を最優先にした文明の進化が、

新型コロナウイルスが逆襲をしているのではないかなという、そういう自分のある一つの

書き物に明記したところでありますけれども、やはり、経済、経済と言っても、何と言っ

ても、たしか行政辺りは、経済と新型コロナウイルス感染症の防止対策は両立しなければ

ならないということは述べるわけでありますが、それはよく理解できないわけではない。

だけれども、経済よりも、もっともっと速やかな対応等をしていかなければならないのは、

感染防止対策です。感染防止対策をして、初めて経済も成り立っていくと。 

それで、昨日の、今日の新聞であるとか、あるいはまた、マスコミの報道によっても、

政府はＧｏＴｏトラベルを一時中止する、停止ですね、中止ではなくて、停止する検討に

入ったということでございまして、政府そのものも、経済もそうだけれども、やはり、こ

の人間の命を守るという、そのことを最優先に考えたＧｏＴｏトラベルの一時停止という

ことも検討される、検討に入ったということでございます。 

そういったことを、しっかり私どもは認識をした中で、どういう行動を取ればいいのか

ということを考えなければならない、そう思うわけであります。勝負の３週間と言われて

います、勝負の３週間。この３週間で、何とかひとつ感染者が少なくなるように、感染者

が少なくなってよかったな、よし、これであったら、経済をもっともっと飛躍させる、躍

動する政策などを打ち出しながら、やっていかなければならないという日が一日でも早く

来るように、私自身も祈念をしているところであります。 

いろいろと昨今の周辺の感染状況を見ると、心配なのは、やはり町の機能をしっかりと

定着させるのは、やはり役場であります。役場の職員の感染状況はどうなのかということ

を私自身も心配します。清水町でも感染者が出ました。奥尻町でも出ました。白老町でも

出ました。やはり、市中感染、市中感染が非常に多いということであると同時に、若い

方々が感染をされて、そして、家庭に持ち帰るという、あってはならないことですが、そ
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ういうことで、家庭内感染も増えてきていると。このことも、しっかりと認識した上で、

どういう形で、どういう啓蒙活動を強化しながら、住民にもＰＲ、アピールしていくかと

いうことが重要でなかろうかと思っております。 

先ほど、職員の関係を言いました。聞くところによると、洞爺湖町の職員が役場に来る

前に、やはりこの検温をして、体温計で測って、よし大丈夫だということで、役場に来て

いると、そういう努力をされているということであります。 

私は、それと同時に心配するのは、役場に来る方々というのは、職員ばかりではないの

です。一般住民も、それ相当の方々が１日に来るだろうと思っています。 

それで、伺います。１日平均、役場だけに来る住民の人数というのは、把握しているの

でしょうか。 

○議長（大西 智君） 佐野総務部長。 

○総務部長（佐野大次君） 役場に来庁される人数でございます。本庁とまた支所、それぞれ

ございますけれども、本庁のほうでお話させていただきますと、当町としては、その来庁者

の人数把握というのは行っていないのが現状でございます。 

  また、会議時ですとか、そういった際には、数十人単位での会議は行うこともあり、そう

いった日によって、異なるところもございますけれども、窓口または各課打合せ等も含めた

来庁者の人数としては、町としてカウントしていないのが現状でございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 極めてこういう事態と、こういう社会状況、環境でありますから、

残念でならないのでありますが、やはり、そういった住民の方々が多く来る施設においては、

やはり、検温できる体制というものをしっかりと定着させるべきではないのかなと思うので

す。 

  最初の第１次の補正のときには、臨時交付金を使って手動の検温器を買っただろうと思い

ます。各産業団体とか、あるいはまた聞くところによると、飲食店の方々では、そういう検

温をしっかりやって商売をやっている方々もいるということでありますが、洞爺湖町におい

て、どういう住民の方々への検温体制を確立しているかというと、恐らくしていないのでは

ないかなと思います。 

  そこで、御提案申し上げます、時間の関係上。洞爺湖町役場においても、数多く出入りす

るところには、やはり、検温器を設置をするという、そういう手法を取るべきだと思ってい

ます。 

それはなぜかというと、当然、住民の方々の健康を守るための体温を測るというのは、本

当に望ましいことでありますが、役場へ来たら、こういう検温を受けた、やってきたのだよ

というのが、それも意識を向上させる一つの一助になると思っています。 

ですから、私は、役場職員の健康状態も管理する、あるいはまた、来庁される住民の方々

の健康を確認することにおいても、当然なことに、この検温器などを設置するべきではない

のかなと思いますが、時間の関係上、完結に御答弁をお願いします。 
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○議長（大西 智君） 遠藤副町長。 

○副町長（遠藤秀男君） 来庁時に、住民の皆様の検温等実施するということでございますけ

れども、具体的には、サーモグラフィー等を置いてかなというふうに思いますが。そうなる

と、当然、それを点検する職員等も配置しなければいけない部分もあったり、また、これか

ら、今は冬場でございますけれども、寒い中から玄関に入ってきたときに、そこで検温をし

ても、非常に低い状況も考えられるということ。提案としては、お受けいたしまして、しっ

かりとその辺は、今のお話も含めながら、検討させていただきたいと思います。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 先日、自分は自動車学校の講習を受けなければならないことがあっ

たのです。それで、自動車学校に出向いて行くと、事務所の前に検温器をつけているのです、

設置しているのです。それで、来る方々は必ず検温を受けなければならないというシステム

になっていました。 

  ですから、洞爺湖町役場においても、入ってすぐの玄関ではなくて、受付のところでも結

構ですから、やはり、検温器を設置して、住民の体温を測ってあげるとか、あるいはまた、

測ってくださった住民の方が家に帰って、役場に行ったらこうであったよ、役場も一生懸命、

それこそ我々の、私たちの健康を守るために一生懸命だよと、私たちも気をつけようね、地

域でもみんなで協力し合って、感染防止に力を入れようねという、そういう機運とか意識の

向上になるのではないか。今、私は、一時的に、こういう感染防止に対する意識の希薄が

あったのではないかなという、そういう懸念を持っている一人でありますから、ぜひ、その

ことについては、検討を深めて、設置の方向で、検討といったら、役場は大体やらないとい

うことなのです。前向きな検討をぜひ、お願いできればなと思います。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） ただいま、利にかなった提言をしていただきました。前向きに検討さ

せていただきたい。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 前向きに検討というのは、設置できるなと、こういう受け止め方を

させていただきました。やはり、職員の健康を守る、当町される住民の方々の健康を確認し

ながら、やはり、みんなでそういう感染防止の機運を高めたり、意識を向上させるというの

が、極めて重要だろうと思います。 

  それで、何人かの方々が公共施設の開放、このことに触れておりました。私自身も、11月

の18日の日に、全員協議会を開いたときに、この辺に触れておりました。公共施設が、今、

開放されているのだけれども、どうなのだと。いわゆる、４月、５月のときに緊急事態宣言

を発せられたときに、もう一斉にどこもかしこも公共施設の開放を休止にしたと。 

ところが、そのときよりも、もっともっと感染者が増えてきているのに、環境が悪化して

いるのに、学校開放も含めて、公共施設の休止がならないのは、おかしいのではないかとい

う、18日の質問の中にも触れさせていただきました。 
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最近の近場の学校辺りの取組といたしまして、紹介させていただきますけれども、小中学

校、高校、学級、あるいは学年閉鎖、休校、そういう取り組んでいる学校もあるようであり

ます。 

それから、あるところでは、学校の閉鎖期間を延ばしながら、そして、札幌市の一部の学

校でしょうけれども、これも、授業参観日そのものも中止になったということが新聞報道で

もされているわけでありますが、この辺について、どのような見解をお持ちなのか、完結に

御答弁願えればなと思います。 

○議長（大西 智君） 皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 学校におけます各種行事につきましては、昨日、行政報告でも申し

上げましたが、まず、保護者を含めまして、来校する方につきましては、２学期の期間にお

きます来校については、御遠慮をいただいていると。いわゆる参観日等についても、中止を

しているという状況でございます。 

  また、部活動につきましても、現在、休部としているところでございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） やはり、みんなでこの注意喚起を求めるという、そういうことが極

めて重要だろうと思うわけであります。 

  次に入らせていただいて、時間の関係上、走りがちになりますが、経済対策のところで

伺っておきたいなと思います。 

  経済対策のところでは、私は、以前にも申し上げました。今回の新型コロナウイルス感染

症によって、戦後最大の経済危機ではないのかと。戦後最大の経済危機ではないのかという

ことを申し上げたことを鮮明に覚えております。この冷え込んだ経済をどう建て直すのかと

いうのが、やはり、行政として、あるいはまた、行政に参画している者としての責務である

だろうと思っております。 

  今回の経済対策で、先ほど申し上げました総理大臣の会見であるとか、それから、昨日辺

りのマスコミの記事を見ると、いわゆる先ほどもう上げましたこの地方創生臨時交付金、経

済支援と感染症防止対策に１兆5,000億円ということが予算化されたようでありますから、

こういったものをしっかりと洞爺湖町役場におきましても、洞爺湖町におきましても、幾ら

来るか分かりませんが、しっかりと経済対策なり、あるいはまた、感染防止対策に力を入れ

ていただきたいなと。 

  それで、心配するのは、先ほど申し上げましたように、ＧｏＴｏトラベルを６月まで延長

するとか、あるいはまた、今日のマスコミ報道では、いわゆるＧｏＴｏトラベルを一時停止

と、これは期限をうたっていません。今回の感染症の拡大状況を見ると、なかなか６月が何

月になるのかなという、私自身はそういう心配をしておりますが、そういった中において、

しっかりと洞爺湖町の経済を建て直すために、これから第三次補正の臨時交付金も入ってく

るでしょうから、そういったことをしっかりと行政辺りは認識を深めて、努力をしていただ
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きたいなと思います。 

  各産業団体だとか、各団体から要望書であるとか、陳情書が出されています。今日の議会

運営委員会の中におきましても、やはり、追加議題ということで、この補助団体の陳情書を

今回の議会で採決をすると。こういうことが、決定をされたわけでありますが、私自身も、

この陳情書の中身を見て、いわゆる緊急性があるのだよと。緊急性があるならば、できるだ

け12月の議会の中で上げてはどうかということで、述べさせてもらいました。 

  ところが、よくよく考えると、町長、この要望書を見ると、はっきり申し上げますが、洞

爺湖旅館組合だけなのですよね。そうすると、私に言わせると、経済が冷え込んでいるのは、

この旅館組合に結集しているばかりではないのです。 

  したがって、飲食店のほうはどうなのですかと。それから、観光産業に結集されている

方々の救済策というのは、どのように考えているのかと。第一次のときは、温泉利用協同組

合に対して、２分の１の支援策を講じたはずなのです。そういったことを考えれば、もし、

自分、内容はよく理解できますし、上げるのに賛成するほうですが、採択には賛成するほう

ですが、何と言っても、横の連携というものが必要ではないかと、横の連携。やはり、温泉

旅館組合ばかりではない、観光協会に結集されている方々やら、飲食店組合であるとか、い

ろいろな職種のバラエティーな団体が入っているわけであります。そういった方々は、どう

なるのですかと。陳情書を出すならば、連携して出せなかったものか、どうなのかなという

気がしてならないのです。 

  なぜ、こういうことを言うかというと、私は何と言っても、洞爺湖町の経済等を考えてみ

たならば、都市機能が成り立つ、都市機能が成り立つ洞爺湖温泉でなければなりませんし、

都市機能が成り立つ洞爺湖町でなければならないと思うのです。片方はいいけれども、片方

はだめというよりも、遅れている。これでは、都市機能というものが、成り立っていかない

のです。都市機能の成り立たない町こそが、どんどん、どんどん衰退していくのです。 

  したがって、どうせその支援策を講じるのであれば、総合的に全体に公平になるような支

援策をぜひ、講じてほしいなと思いますが、その辺いかがでしょうか。後ほど、答弁を頂き

ますので、時間の関係もございますから、そういうことでよろしくお願い申し上げたいなと

思います。 

  そういうことを考えて、町長、ぜひ第三次補正の交付金が来た場合については、いろいろ

な関連する団体等の、やはりこのつながり等も十分考慮した中で、ぜひ、予算編成をしても

らいたいなと思うのですが、その辺、いかがでしょうか。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今回、要望書が町のほうにも出ております。議会のほうにも出された

ということでお聞きしておりますが、今、議員おっしゃられたとおり、１団体だけで、自分

のところだけというのは、いかがなものかなと私どももそう考えております。 

ただ、洞爺湖温泉全体のことを、やはり考えながら、物事を進めていかなければならない

かなと。 
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これまで、町が取り組んできた支援策につきましては、ある意味全体を見渡して、そして

公平に支援をする対策を講じてきたつもりでございます。 

その中でも、今回、一次産業、特に農業、漁業、そして今回追加になるのでしたか、飲食

店、特に「飲」のほうについて。これはもう、前々から厳しい、厳しいとは聞いておりまし

た。そこのところをしっかりサポートしようというふうに考えております。その後、また第

三次、下手したら第四次も出るかもしれません。それに向けて、またいろいろ検討していか

なければならないかなというふうに思っております。 

なお、そのためには、やはり、今、コロナ禍で対応しておりますけれども、これが落ち着

いた後に、やはり国のほうにもしっかり要望してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それでは、時間の関係上、２番目の「コロナ禍での生命と暮らしを

守る共生社会の充実について」ということで、質問させていただきます。 

  コロナ禍での地域防災・減災対策、あるいは防犯等の弱者支援を強化する地域共生社会の

充実について、これから質問させていただきたいと思います。 

  いわゆる、今の内閣総理大臣は、三助を思う。三助、やはり自助・共助・公助、そして、

絆だそうであります。これ、言っていることは本当に理解できるのです。自助で、自分たち

でできることは自分たちでということは、よく理解できるのですが、洞爺湖町全体の中にも、

共助を何とかお願いする方々も年々増えてきています。これは、やはり、高齢者が増えてき

ている実態であります。いわゆる、この自助・共助・公助・絆を、どうしっかりと洞爺湖町

内の中に定着させていくかというのが、私は極めて重要だろうと思います。 

  そこで、担当課長に伺っておきたいなと思うのは、今、ヤングケアラーというのが、非常

にマスコミ報道でもにぎやかになってきたわけでありますけれども、このヤングケアラーと

いうことで、これは若い18歳未満の介護者ということであります。この若い18歳未満の介護

者が、全国的に高校生25人に１人はヤングケアラーとして、介護に当たっているということ

でございますけれども、洞爺湖町においては、そういうヤングケアラーという、そういう家

庭環境があるのでしょうか。どうでしょう。 

○議長（大西 智君） 末永管理課長。 

○管理課長（末永弘幸君） 今、議員からの御質問のございましたヤングケアラーの件でござ

いますけれども、洞爺湖町内の小中学校の児童、それと生徒に該当する方、ちょっとこちら

のほうで確認をさせていただきました。 

  その結果なのですけれども、各小中学校におきましては、確認したところ、ございません

でした。 

今後の対応なのですけれども、不登校傾向の児童、それと、生徒のサポートに加えまして、

新たな課題となり得ると現在考えておりますことから、学校現場における、日頃からの児

童・生徒の家庭の状況を把握し、学校とも連携の上、困りごと、それと悩めることのある児

童・生徒を見逃さないよう努めてまいりたいと考えております。 
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○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ちょっと耳が悪いので。結論から言ったら、ヤングケアラーという

のはいるのか、いないのか。そういう家庭があるのか、どうなのかと、これだけ聞かせてく

ださい。 

○議長（大西 智君） 再答弁をお願いします。 

皆見教育長。 

○教育長（皆見 亨君） 私ども、小学校及び中学校に確認したところ、いないという結果で

ございます。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） このヤングケアラーというのは、最近、ちょっといろいろとマスコ

ミであるとか、書物で見受けられる言葉でありますけれども、先ほど言ったように、18歳未

満の介護と、介護している方々、これをヤングケアラーという。それで、やはり私どもは、

こういう弱い方々と共生をする社会をつくっていかなければならない。弱肉強食ではだめだ

と、弱肉強食。 

だから、そういうことを考えれば、いわゆる、どういうところにどういった方々が生活し

ているのだという思いやりで、先ほど言ったように、偏見ではなくて、思いやりでやはりチ

ェックをし合っていくというのが、これからの共生社会をつくるにおいて、極めて重要であ

るだろうと思っております。 

そういうことがございますので、いないということですから、それは了解しました。 

それで、防災に入ります。 

やはりこの災害弱者と言われていますよね、多くの。前から、企画防災、危機管理室長は、

一生懸命やって、こういう災害弱者に対する対応策もしっかりマニュアルを作っているよう

でありますから、それは、口頭で聞いていて安心しているのですが、いわゆる、この災害対

策基本法が、これから改正されていくのです、災害対策基本法の改正。 

これは、なぜ改正するかというと、災害弱者の避難計画を明記するのだということであり

ます。いろいろな未曾有の災害が発生いたしまして、いろいろなところで、やはり足腰の弱

いお年寄りだとか、あるいはまた子供たちだとか、そういう社会的に弱いような方々が災害

犠牲者になっていると。そういう方々を守るために、災害弱者の避難計画を各地方自治体で

作り上げなさいよと、これを義務付けさせるための災害対策の基本法であるわけであります

から、そのことを我が町の防災担当者は、しっかり事前に、そういう体制づくりをしている

ということに、私は安堵いたしました。 

そこで、もう少し進めさせていただきますが、時間の関係上、洞爺湖町にやはり、この自

主防災組織というものが設置をされているだろうと思います。それで、実態といたしまして、

やはり、去年までは４自治会であったのが、今度、６自治会になったということでございま

すが、その自主防災組織の実態と運営状況というもの簡潔に答弁お願いできればなと思いま

す。 
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○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） ただいまの質問でございますが、町では、これまで自助・共

助の強化、また地域防災の強化に向けまして、自主防災組織の設立及び活動支援を重点的に

行ってきたところでございます。 

  しかしながら、先ほど議員御指摘のとおり、町内には、この４月１日の段階で八つの自主

防災組織が設立しているところではございますが、なかなか結成が進んでいないのが現状で

ございます。 

  町といたしましても、設立後、継続的に活動していただくために、自治会に納得した上で

の設立を考えていると。それで、各自治会の状況を考慮した上で、継続的な町としての支援

を行いまして、設立に向けた協議を進めているところでございます。 

  御指摘のとおり、地域での弱者支援には、自主防災組織が必要不可欠であるというふうに、

町でも認識しているところでございまして、町長自ら、洞爺湖温泉地区の自治会を中心に、

未設立の自治会に、これから直接お願いに伺うこととしているところでもございます。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 今の室長の答弁で理解できました。自分は６自治会かなと思ってい

たら、増えて８自治会だったということでございます。 

  私は、こういったこの町の自主防災組織というのは、極めて重要な組織だと思っています。

これは、先ほど申し上げましたように、自助は当然なことでありますから、共助を重んじた

場合に、やはり、こういうこの地域の防災組織というものが、いかにこの弱者支援のために

も、あるいはまた、周辺の住民の方々の生命・財産等を守るために非常に極めて大きな責務

を持っている団体であるなと思っております。 

  そのためには、聞くところによると、自主防災組織をつくったけれども、どんな避難訓練

だとか、どういう組織運営をしたらいいのか、ちょっとみんな、まちまちのようなのです。

困っている部分もあると。 

  それはどういうことかというと、たったの２万5,000円の補助金で、どんな訓練だとか、

あるいはまた、弱い方々を救済するための、そういう活動ができるのですかという声がちら

ほら聞こえてきます。 

  したがって、町長、これからやはり、この洞爺湖町全体の防災というものを考えた場合に、

共助の力というのが、非常に重みを感じていると思っております。 

したがって、この八つの今できている自治会の自主防災組織に対しても、もう少し財政支

援というものができないのかなという思いと、それと、大体、洞爺湖町におきましては、47

の自治会があろうかと思うのですが、47、46でしたか、自治会があろうかと思うのですが、

もう少し、やはりこの自主防災組織ができるように、やはり行政辺りも働きかけをすること

が極めて重要でなかろうかなというふうに思っているところであります。 

それというのも、未曾有の災害が発生しておりますけれども、特に洞爺湖町は、有珠山と
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共存している町であります。有珠山というのは、周期的に30年周期というけれども、前回は

23年で噴火していると。それから、その後の東日本大震災の発生によって、いろいろな学者

の声に耳を傾けてみると、地殻変動が起きて、もしかしたら、30年周期が50年周期になるか

も分からないし、場合によっては、早くもなるかも分からない。 

私どもは、早くなるのだということを想定しながら、どういう避難組織等々をつくり上げ

ておくべきかというのが、私が極めて重要だろうと思うわけでありますから、しっかりと個

別避難計画も極めて重要でありますけれども、そういう自治会の自主防災組織と連携を取っ

た避難体制の確立をしっかりと定着するというのは、私は極めて重要ではなかろうかなと

思っております。有珠山と共存している町として、もう少し自主防災組織が出来上がるよう

な、そういう努力というのは、行政もするべきではないのかなと思っております。 

先に進めさせていただきますが、有珠山の噴火、やはりこの23年目で噴火したのは2000年

ですよね。2000年の噴火ということになると、もう20年たっていると。あの当時、その噴火

を経験した職員というのが、今、洞爺湖町職員の中で何名いるのだろうなということなので

す。 

そうすると、人数が少ないということならば、あるいは今、20歳の方で40歳ですよね。も

う40歳だった方々が、大体退職されているという、そういうことでございますから、できる

だけ若い今の方々が、有珠山の、有珠山ばかりではなく、未曾有の噴火に備えて、未曾有の

災害に備えて、しっかりと対応できるような意識を向上させる。あるいはまた、行動でしっ

かりと取り組めるような、そういう環境づくりというのを町長、するべきではないのかなと。 

以前に、私は、多くの方々に、議員全員でしたか、南富良野辺りに行ったときに、防災士

というものを取ることを奨励しているのです、防災士。これは、当時で、今から五、六年前

であったのではないかなと思うのですが、この防災士を奨励して、その当時で約６万円か

かっていると、６万円。そうすると、１年に、若い方々に10人、やはり防災意識を高めるた

めにも、あるいは、避難体制を確立していくためにも、やはり10人取らせたならば60万円だ

から、10年たったら600万円くらいでしっかりとした、役場内においても、そういう先頭に

立つ職員の方々がどんどん、どんどん生まれてくるのではないかと。私は、２回の噴火を経

験して、そのことを強く求めたいなと思うのです。 

それから、町長、申し上げますけれども、いわゆる政治による人災という記事が載ってい

たのです、町長。これは、どういうことかというと、コロンビアで２万人の方々が亡くなっ

たという記事が載っています。 

それはどういうことかというと、政治の人災ということで載っていたのですが、学者の

方々が近いうちに噴火があり得るだろうと、ありますよと。ところが、その当時の大統領と

いうのは、噴火なんかしない、しないと。例えば、有珠山だったら30年周期だから、まだ噴

火しないからと。ところが、一気に噴火をして、土石流等々が発生をして、約２万人の方々

が犠牲になったと。これが、政治の人災だということが、記事に載っております。 

そこで、町長に伺っておきたいのは、やはり、学者の方々と町長だとか、理事者の方々と
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の情報を共有し合うという、情報を共有し合うということを考えてみたら、学者と理事者と

のコミュニケーションが深くなければならないのではないかなと思うのです。 

したがって、実際に洞爺湖町の町長として、学者等々との意見交換であるとか、それから、

コミュニケーションというのは、深まっていると思いますが、その辺はどのようなもので

しょうか。簡潔にお願いします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 以前から、北海道大学の有珠研究所、岡田先生、宇井先生は別として、

今現在の、今回、退官しました大島先生、それから、青山先生、今の先生でございます、コ

ミュニケーションのほうは、十分取らせていただいているかなというふうに思っております。

お互いに、電話の交換もできるような関係を構築させていただいていると。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） 先ほど、はりきって言ってしまって、はりきって忘れてしまったよ

うですが、先ほどの自主防災組織体制の財政支援というのは、どう考えているか、ちょっと

一言、二言お願いします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 今現在、ようやくですけれども、８自治会が御参加していただきまし

た。 

ただ、その中でも、いわゆる補助制度、補助金のなかなか厳しいねという御意見も承って

おります。これから本格的に洞爺湖温泉街のほうに入っていくわけですけれども、そこら辺

も含めて、内部で十分検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） それでは、減災対策でちょっと触れさせていただきます。 

  国土強靱化ということで、今回の政府の予算措置の中でも明記されているのですが、５か

年計画を策定するのだと、５か年計画を策定する。それで、５か年でこの強靱化費用という

ことで約15兆円、15兆円考えているということなのです。 

  私は、ホテルとか、ホテルの耐震化だとか、道路とか橋りょうというのは、これは該当に

なるということを認識しているのですが、いわゆる心配なのは、洞爺湖町においては、土砂

崩壊の危険区域、危険箇所というのは大体98か所でしたか、それぐらいあろうかと思うので

すが、そういったところには、固定物体ではないだけに、該当にはならないのか、なるのか

なという思いがあるわけでありますけれども、その辺、ちょっと一言だけお願いします。該

当になるのか、ならないのか。 

○議長（大西 智君） 仙波危機管理室長。 

○危機管理室長（仙波貴樹君） 町内におけます土砂災害の恐れがある箇所というのは、議員

御指摘のとおり町内には92か所ほどございます。これらにつきましては、北海道のほうで順

次、土砂災害防止法に係る基礎調査というのを毎年、実施しておりまして、その基礎調査が

終了した箇所から、順次、指定に向けて町に意見照会があって、町といたしましては、それ
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を受けた段階で、住民説明会を開催し、住民から同意を得たものから順に、土砂災害警戒区

域の指定を進めているところでございます。 

それで、指定されれば、まず、いわゆる災害弱者と呼ばれる施設が警戒区域内にあるとこ

ろから順に、これは北海道のほうが主体となってやる事業になってございますので、北海道

のほうで、そういった箇所を洗い出して、順次進めているところでございます。 

当町で言いますと、洞爺地区の「財田の杜」があるところが、急傾斜地の指定を受けてご

ざいますので、そこにつきましては、現在、北海道によって年次計画で対策工事を進めてい

るところでございます。 

以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） そういうところというのは、入江にもあるはずなのです。あの入江

のところは、治山の関係で、道の治山事業で何とか対応することを聞かされているのだけれ

ども、この新型コロナウイルス感染症等々の関係で、それもどうなるのか、どうなったのか

も分からない状態ですから、やはり、そういう危険箇所というのは、しっかりと洞爺湖町辺

りも把握しながら、順次、やはり対応できるようなことを考えていかなければならないので

はないかなと思います。 

  最後になりました、防犯のところで伺っておきたいなと思うのですが。いわゆる、洞爺湖

町の防犯対策は、盤石なのかというところを、まず最初に申し上げたいなと思います。弱者

支援の高齢者、それから、地域の宝であるのは子供たちですよね。子供たちは、地域の宝で

あると。これは、やはり、こういった方々をどういう環境にしなければならないのか、どう

いう体制づくりでこういった方々を守っていくのかと。 

さきの一般質問の中の答弁の中で、郵便局にお願いしてあるとか、あるいはまた、クロネ

コヤマトのところに、クロネコと言っていましたか、そこにお願いしてあるとかということ

は聞きましたけれども、やはり、地域の住民の方々が、しっかりとこの子供たちを守る、あ

るいはまた、独居老人だって、65歳以上だったら820世帯ぐらいあるわけでしょう。そう

いった方々の安否をしっかりと確認できるような、そういう体制づくりというものを考えな

ければならないということを、私はかねがねから申し上げてきました。 

  それで、地域共生社会の充実を念頭に、洞爺湖町におきましても、地域見守り隊というも

のが結成されただろうと思うのです。そうですね、住民課長。そうだとすれば、この地域見

守り隊に何名ぐらい入っているのか。そして、どういう活動をしているのかということを

伺っておきたいなと思うのです。 

  と言いますのは、私も、この見守り隊の声を発信している以上、自分もやはり先頭に立っ

てやらなければだめだなということで、学校の帰りなどに歩いてみると、子供たちはよく、

おじいちゃんと言われなくてよかったなと思うのですけれども、「おじさん御苦労さまで

す。」とかと言ってくれるのです。 

ところが、大人と会うと、この人、なんで腕章をはめて歩いているのだろうと、そういう
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認識なのです。これでは、だめです。やはり、みんなが地域の中で、洞爺湖町にもこういう

地域見守り隊があって、みんながお互いを支え合っているのだよという絆の精神を、もっと

もっと正面に出せるような、そういう方法というのをとるべきではないのかなという気がす

るのです、課長。 

それで、見守り隊に何名入って、それから、やはり、何かあった場合のとか、あるいは、

定期ごとに報告とか、そういうマニュアルというものを作っておくべきだと思うのです。そ

れでないと、ただ歩いて、あれ何の腕章をつけて歩いているのというぐらいでは、ちょっと

寂しい思いが、実はしているわけです。子供たちは、「御苦労さま。」と言ってくれますよ。

ところが、大人を見たら、振り向きながら、何あの腕章をつけているのかなと。これでは、

だめだなと思うのです。 

したがって、現在の加入されている加入者数と、現在の活動の実態を。それから、できる

ことならば、対応のマニュアルというものが、こう思いますというものがあれば、教えてい

ただきたい。 

それで、ほかでもないのですが、全国で今、普及しているのは、「こどもを守る家」とい

うことになっています。「こどもを守る家」、全国的には。ところが、洞爺湖町では、恐ら

く、今でも「110番の家」ということになっているかと思うのだけれども。これは同じだと

思うのですが、しかしながら、やはり、しっかりとした窓口を、やはり、組織の中だから、

誰かが先に立っている人ぐらい決めておいてもらいたいなと思うのですけれども、その辺、

どうでしょうか。 

といいますのも、９月以降、室蘭市内で、９月以降ですよ、室蘭市内で13件、不審者が発

生しているのです。これ、警察の統計ですから。それで、９月以降、その13件のうちで高砂

町と天神町で４件発生しているのです。それから、女性の強制わいせつも２件も発生してい

るのです。 

だから、私はなぜ、今回の一般質問で取り上げたかというと、コロナ、コロナと新型コロ

ナウイルス感染症対策は本当に重要です。しかし、こういったことも希薄になったり、ある

いはまた、意識が低下して守れるものも守れないような社会になったら困るなということで、

今回、質問させてもらいましたので、４分経過しましたので、簡単に答弁をお願いします。 

○議長（大西 智君） 後藤住民課長。 

○住民課長（後藤和郎君） まず、地域見守り隊の現状についてでございます。 

  議員のおっしゃられるように、今年の５月前後ぐらいに、今年、地域見守り隊の要綱を設

置しまして、順次、６月回覧で募集させていただきまして、現在のところ９名の方の登録を

いただいてございます。 

  活動内容につきましては、犬の散歩ですとか、ジョギングやウォーキング、通勤途中など

の外出時に、専用の腕章を着用していただきまして、犯罪の抑制防止の活動をしていただく

という内容になってございます。 

  現在、登録人数が少数でございまして、コロナ禍、今現在、直接触れ合うことがなかなか
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難しいという現状もございます。防犯活動におきましても、事業の実施に制限が、今現在、

防犯協会に通じても、なかなか難しい状況でございまして、そうした中でも、こうした防犯

活動の裾野を広げる地域見守り隊の活動は、重要だと考えておりまして、町としましては、

できる限り自発的な活動を、日時や場所の制限を受けない形で、こういう活動はできるわけ

でございますので、自発的な活動を支援していきたいというふうには、まず考えてございま

す。 

  次に、「こども110番の家」でございます。 

  「こども110番の家」につきましては、現在登録されている件数は140件ございます。活動

の主体としましては、防犯協会でございまして、活動の内容は、こども110番の家というス

テッカーを、それぞれ協力いただける御家庭の玄関に貼って、子供たちが何かトラブルに巻

き込まれそうになったときに、そこに駆け込みをするというような活動でございます。以前、

旗方式でやっておりましたが、現在はステッカー方式に変更しまして実施してございます。 

  町の考え方としましては、この活動につきましても、防犯協会ないしは地域の皆様のボラ

ンティア活動で成り立っております。そういう活動でございますので、こういう方の自発的

な活動を町としても、防犯協会ないし地域の皆様の支援を頂きまして、実施してまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（大西 智君） 越前谷議員。 

○１番（越前谷邦夫君） ぜひ、やはり、地域のどんな方でも、身体障害者の方々であっても、

高齢者の方々であっても、子供たちであっても、きちんと連携を取って、みんなが安心をし

て生活できるような、そういう社会実現というのが、我々に求められている責務だろうと思

っておりますので、ぜひ、そういった意味においては、これからの予算編成におきましても、

特段の御配慮をお願い申し上げたいなと思います。 

町長、もしあれば、一言、二言で結構ですからお願いします。 

○議長（大西 智君） 真屋町長。 

○町長（真屋敏春君） 地域の方々が、こういうふうな自主的な行動をしていただいて、町民

を支えていただいておりますことに、まずは敬意を表するところでございます。 

  特に、こういう活動団体が増えてくることによって、町内も明るく、安心して暮らせる地

域になっていくということでございますので、何とかそれらの活動に町も支えていきたいと

いうふうに考えております。 

○１番（越前谷邦夫君） 終わります。 

○議長（大西 智君） これで、１番越前谷議員の質問を終わります。 

  一般質問は、これで終了いたします。 

────────────────────────────────────────── 

◎散会の宣告 

○議長（大西 智君） 以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 
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  本日は、これをもって散会いたします。 

（午後 ３時４９分） 
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